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１. 概要 

当社は，2010年１月の島根原子力発電所における保守管理の不備問題（以下「点検不備問

題」という。）や，2015年６月の低レベル放射性廃棄物のモルタル充填作業に用いる流量計

問題（以下「ＬＬＷ流量計問題」という。）における原子力安全文化の育成および維持活動に

関する課題への対応として，発電所組織を中心とした「報告する文化」「常に問いかける姿

勢」の原子力安全文化の改善・浸透を図ってきた。2020年２月に発生したサイトバンカ建物

の巡視業務の未実施事案（以下「サイトバンカ未巡視事案」という。）を踏まえて，協力会社

の原子力安全文化の育成および維持活動に当社が関与するとともに，電源事業本部（原子力

品質保証）に監視評価グループを設置し，協力会社も含めた発電所組織の原子力安全文化の

監視・評価活動を実施することとした。また，2021年６月に原子力規制庁（以下「規制庁」

という。）へ報告した「実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイ

ドにおける航空機等の特性等」（以下「特重非公開ガイド」という。）の誤廃棄事案への対

応において，事案判明時に本社組織が規制庁へ速やかに報告する必要はないとした判断は原

子力安全文化の劣化兆候であり，その対策としてこれまで発電所組織を中心に取り組んでき

た原子力安全文化の育成および維持活動の施策を本社組織に対しても実施することとした。

また，原子力安全文化の課題および劣化兆候を早期に把握するため，本社組織も原子力安全

文化の監視・評価活動の対象として，行動観察や不適合事象への対応状況の観察などを実施

することとした。 

点検不備問題への対策として原子力強化プロジェクトを設置して取り組んできた「原子力

安全文化醸成等に関する課題」への対応は，その活動が電源事業本部の日常業務として定着

し，発電所組織の原子力安全文化の改善は継続的な活動として実施するようになったことか

ら，所期の目的を達成したものと評価している。今後は，電源事業本部が自律的かつ主体的

に原子力安全文化の育成および維持活動に取り組むため，原子力強化プロジェクトを廃止し

てその業務を電源事業本部が引継ぎ，これまで原子力強化プロジェクトと電源事業本部が連

携して取り組んできた原子力安全文化の育成および維持活動の体制を，電源事業本部に一元

化することとした。 

２. 原子力安全文化の育成および維持活動の経緯 

当社がこれまで取り組んできた原子力安全文化の育成および維持活動ならびに不適切事

案における原子力安全文化の課題抽出・改善の取り組みについて，その経緯を以下に述べる。

なお，それぞれの事案における直接原因や対策については省略する。 

（１） 原子力安全文化醸成活動体制の構築 

当社は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令」（2007

年８月９日公布）に従い，2007年12月14日，保安規定に第２条の３（安全文化の醸成）を

追加，保安規定第５条（保安に関する職務）を変更し，原子力安全文化醸成活動体制を構

築した。この体制において，社長が定める「原子力安全文化醸成方針」に基づき，「原子

力安全文化醸成活動推進者」である電源事業本部長が「原子力安全文化醸成活動方針」を
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策定して本社原子力部門および発電所へ通達し，電源事業本部部長（原子力品質保証）は

原子力安全文化醸成活動の取りまとめ総括業務を担当することとした。各組織は，電源事

業本部長の通達のもと，それぞれで原子力安全文化醸成活動を立案実施してきた。このと

きの保安規定変更前後比較を第１表に，原子力安全文化醸成活動体制の概要を第１図に示

す。 

 

（２） 点検不備問題への対応（原子力強化プロジェクトの設置） 

2010年１月22日，点検不備問題が判明し，「報告する文化」「常に問いかける姿勢」が

組織として不足していたことを「原子力安全文化醸成等に関する課題」として特定した。

2010年６月29日，この対策として，社長直属の「原子力強化プロジェクト」を発電所在勤

として設置し，「原子力安全文化醸成等に関する課題」への対応を行うこととした。また，

社外の第三者の視点から幅広い意見を聞くための「原子力安全文化有識者会議」（以下「有

識者会議」という。）を設置し，その事務局である原子力強化プロジェクトは，有識者会

議の意見・提言を踏まえて課題解決の施策を立案し，電源事業本部へ指示する体制に変更

した。これにより，電源事業本部長は，この原子力強化プロジェクトの指示を踏まえた原

子力安全文化醸成活動方針を策定して本社原子力部門および発電所へ通達する仕組みと

した。 

また， 2010年６月15日に経済産業大臣から発出された点検不備問題に対する「保安規

定の変更命令について（経済産業省平成22・06・14原第2号）」（別紙１）の６項目のうち，

「６．安全文化を醸成する活動の取組の強化」に対応するため，2010年９月７日に保安規

定第２条の３を変更し，有識者会議の設置や原子力強化プロジェクトの設置，電源事業本

部長が健全な安全文化醸成を推進するための活動を統括すること，原子力強化プロジェク

ト長が有識者会議への対応を含む「原子力安全文化醸成等に関する課題」への対応業務を

統括することなどを当社特有の項目として規定した。このときの保安規定変更前後比較を

第２表に示す。 

この点検不備問題に関する最終報告書を国に提出した６月３日を，当社の「原子力安全

文化の日」として制定し，点検不備問題の反省と教訓を決して風化させないことを決意・

継承するとともに，原子力安全文化の大切さを再確認する機会として，社長以下，関係役

員，社員および協力会社が参加する「誓いの鐘」の鐘打式や「誓いの言葉」の唱和などの

施策行事を通して，原子力安全の重要性や地域・社会の視点からの安全文化の大切さを全

社で共有している。原子力強化プロジェクトが，「原子力安全文化醸成等に関する課題」

への取り組み状況や社員の意識改善状況を有識者会議に定期的に報告し，有識者会議の意

見・提言を原子力安全文化醸成活動へ反映するプロセスも確立している。 

この結果，「原子力安全文化の日」をはじめとした「原子力安全文化醸成等に関する課

題」への取り組みについては，電源事業本部が日常業務として原子力安全文化醸成活動の

中で継続実施している状況にある。また，原子力安全文化に係る研修後の理解度確認や社

員への原子力安全文化意識調査，内部監査部門による内部監査結果などから，原子力安全

文化の意識が継続的な改善傾向にあることを定期的に確認しており，原子力強化プロジェ
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クトの所期の目的である「原子力安全文化醸成等に関する課題」の解決は達成したものと

評価し，原子力強化プロジェクトの廃止を含め，原子力安全文化の醸成活動の体制の見直

しについて検討を行ってきた。 

 

（３） ＬＬＷ流量計問題への対応 

2015年６月25日，発電所において担当者が低レベル放射性廃棄物のモルタル充填作業に

用いる添加水流量計の校正記録の写しを不正に作成したことが判明した。当該担当者が不

正な行為を行ったことの原因分析にあたっては，「当社が点検不備問題に対する再発防止

対策に取り組んでいるにも関わらず，不正事案が発生した。」を問題点ととらえ，検証し

た。原子力安全文化意識調査の結果では，組織全体の原子力安全文化に対する意識の向上

傾向が見られることから，これまで点検不備問題の再発防止対策として取り組んできた原

子力安全文化醸成活動は有効だと評価できるものの，コンプライアンス最優先の意識の徹

底および原子力安全文化醸成の取り組みが，発電所社員一人ひとりの心にまで十分に浸

透・徹底していなかったことが，原因のひとつであると特定した。その対策として，これ

までの原子力安全文化醸成活動施策に加え，当該事案に関する事例研修の実施や，職場単

位での「グループ行動基準」の策定・実践により，発電所社員一人ひとりの意識向上・改

善に継続的に取り組むこととした。 

以降，意識調査や事例研修の理解度確認，「グループ行動基準」の振り返り結果などか

らも，発電所社員一人ひとりの原子力安全文化意識の向上傾向を把握することで，これら

の施策の有効性を評価しており，また，有識者会議においても，再発防止対策の取り組み

は一定の成果が出ていると評価されている。これらのことから，2018年２月に，ＬＬＷ流

量計問題の再発防止対策は有効に機能して日常業務に定着したものと評価し，以後は日常

業務の仕組みの中でＰＤＣＡを回して自律的かつ継続的な改善を図ることとした。 

 

（４） 現在の原子力安全文化の育成および維持活動体制 

前述（１）から（３）までの経緯を踏まえた現在の原子力安全文化の育成および維持活

動体制の概要(現在)を第２－１図に示す。なお，保安規定第２条の３および第５条につい

ては，2020年９月25日に記載の適正化による変更を行っており，このときの保安規定変更

前後比較を第３表に示す。 

３. 原子力安全文化の育成および維持活動における継続課題 

（１） 事案の経緯および原因と対策 

a. サイトバンカ未巡視事案 

（a）事案経緯 

2020年２月18日，発電所の巡視業務の一部を委託している協力会社において，サ

イトバンカ建物の巡視業務に関して，巡視していないにも係らず，巡視を実施した
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とする記録を作成し報告を行っていたことが判明した。また，協力会社巡視員にお

ける類似事案の有無について，記録の残る2007年度以降の巡視点検記録の照合，協

力会社社員への聞き取り，アンケート調査等を行った結果，複数の協力会社社員が

サイトバンカ建物の巡視点検を実施していなかったケースが判明した。 

（b）原因と対策 

当該事案に関して，サイトバンカ未巡視事案が発生した原因と，協力会社の原子

力安全文化の劣化兆候を検出できなかった原因について，「本部不適合等管理手順

書」に基づき，人的過誤分析を実施した。人的過誤分析図（サイトバンカ未巡視事

案）を第３図に示す。 

ア． サイトバンカ未巡視事案が発生した原因と対策 

点検不備問題やＬＬＷ流量計問題は発電所組織における事案であったため，

発電所組織の「報告する文化」「常に問いかける姿勢」の改善に重点を置いて原

子力安全文化の育成および維持活動に取り組んでいたものの，協力会社におけ

るコンプライアンス最優先および「報告する文化」などの原子力安全文化の育

成および維持活動への当社からの要求が十分ではなく，協力会社の自主的・協

力的な取り組みに委ねる形になっていたことを原因として特定した。対策とし

て，2020年12月１日から，保安業務を委託している協力会社に対して当社と同

等の原子力安全文化の育成および維持活動の実施を委託仕様書にて要求するこ

とにより，当社の関与を強化することとした。（第３図の【ＳＢ①】） 

イ． 協力会社の原子力安全文化の劣化兆候を検出できなかった原因と対策 

原子力安全文化の育成および維持活動への当社からの要求が十分ではなく，

協力会社を原子力安全文化の状態の評価の対象としていなかったことを原因と

して特定した。対策として，協力会社を原子力安全文化の状態の評価対象とし，

協力会社社員への原子力安全文化の意識調査を実施することとし，さらに，発

電所組織（協力会社を含む）に対する監視・評価活動を行い，原子力安全文化の

状態を確認することとした。この監視・評価活動を実施する体制として，2021

年７月１日に電源事業本部(原子力品質保証)に監視・評価グループを設置し，

同年９月から監視・評価活動の試行を開始している。（第３図の【ＳＢ②】【ＳＢ

③】） 

 

b. 特重非公開ガイド誤廃棄事案 

（a）事案経緯 

監視評価グループを設置する直前の 2021 年６月 21 日に，規制庁との間で締結

した「特定重大事故等対処施設に関する秘密保持契約書（以下「秘密保持契約」と

いう。）」に基づき当社が規制庁から受領した特重非公開ガイド６部のうち，発電所
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で保管していた１部を 2015 年４月 23 日に誤ってシュレッダー廃棄していたこと

を，規制庁に報告した。特重非公開ガイド誤廃棄事案が判明した 2015 年４月当時

の本社組織の部長および特定重大事故等対処施設情報管理責任者（以下「管理責任

者」という。）は，発電所から特重非公開ガイド誤廃棄事案の報告を受けたが，規

制庁への報告は必要ないと判断した。また，2020 年 10 月 19 日頃，秘密保持契約

の見直しに係る規制庁との面談実施を前に特重非公開ガイド誤廃棄事案を認識し

た本社組織の部長および管理責任者(いずれも後任者)も，規制庁への報告は必要な

いと判断した。 

その後 2021 年３月 23 日に，秘密保持契約の変更契約書を締結し，変更契約書第

7 条（報告及び措置）の規定に，履行状況の確認が追加された。変更契約書に基づ

き，同年６月 23 日までに「情報管理計画書」を提出して規制庁の承認を受ける必

要があることを踏まえ，「情報管理計画書」の提出に合わせて変更契約書に基づく

履行状況として特重非公開ガイド誤廃棄事案について報告すべきと判断し，「情報

管理計画書」の提出前の６月 21 日に規制庁へ報告した。結果として，特重非公開

ガイド誤廃棄事案判明から約６年２カ月後に規制庁へ報告することとなった。特重

非公開ガイドを誤廃棄した当時，秘密保持契約における「善良なる管理者の注意を

もって秘密情報を管理・保持する」との規定によれば，誤廃棄を確認した時点で，

直ちに規制庁に報告する必要があると判断すべきだった。

（b）原因と対策

特重非公開ガイドの誤廃棄事案を確認した時点で直ちに規制庁に報告する必要

はないと判断した原因と，そのような判断を行った本社組織の原子力安全文化の課

題を検出できなかった原因について，「本部不適合等管理手順書」に基づき，人的

過誤分析を実施した。人的過誤分析図（特重非公開ガイド誤廃棄事案）を第４図に

示す。 

ア． 特重非公開ガイド誤廃棄事案の規制庁への報告遅れが発生した原因と対策

（ア） 文書管理プロセス見直し

特重非公開ガイドは「非ＱＭＳ文書」の扱いであったため，誤廃棄事案の発生

とその対応について本社組織内で幅広く情報共有されず，本社組織内で十分な

検討と対応がなされなかったことを原因として特定した。対策として，特重非

公開ガイドの扱いをＱＭＳで明確にすることとした。(第４図の【特重①】) 

（イ） 本社組織に対する原子力安全文化の育成および維持活動の充実

点検不備問題を契機として取り組んできた原子力安全文化の醸成施策は，発電

所組織における原子力安全文化の課題の解決を主眼としており，本社組織に対

する効果的な原子力安全文化の育成および維持のための活動が十分に実施さ

れていなかったことを，原因として特定した。原因分析において，発電所では
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「職場話し合い研修」での議論や「行動基準の設定・実践」などの原子力安全

文化の醸成施策に加えて，不適合管理プロセスに従って気づきや良好事例まで

も状態報告（ＣＲ）として数多くインプットしていることが，「常に問いかける

姿勢」「報告する文化」の意識改善に寄与しており，これが本社組織との違いを

生じさせていると考察した。対策として，本社組織の「常に問いかける姿勢」

「報告する文化」を確かなものとするための施策を継続的に実施することとし

た。（第４図の【特重②】） 

イ． 本社組織の原子力安全文化の課題を検出できなかった原因と対策 

本社組織に対して，ふるまいを客観的に観察してデータを収集し，原子力安全

文化の評価を行う体制・仕組みがなかったことを，原因として特定した。対策

として，本社組織・発電所組織（協力会社含む）を対象とする監視・評価活動

により，原子力安全文化の課題および劣化兆候を把握することとした。（第４

図の【特重③】） 

 

（２） 具体的な対策 

原子力安全文化の育成および維持活動における継続課題の具体的な対策の内容と期待

する効果について，第４表に示す。 

a. 協力会社の原子力安全文化の育成および維持活動への当社関与強化(第４表の【Ｓ

Ｂ①】) 

保安業務を委託している協力会社に対して，当社と同等の原子力安全文化の育成お

よび維持活動の実施を委託仕様として要求することにより，当社の関与を強化する。 

b. 協力会社の原子力安全文化の状態の評価（第４表の【ＳＢ②】） 

協力会社社員を対象とする原子力安全文化意識調査を実施する。 

c. 本社組織の文書管理プロセスの見直し(第４表の【特重①】) 

特重非公開ガイドの扱いをＱＭＳで明確にする。 

d. 本社組織に対する原子力安全文化の育成および維持の活動の充実(第４表の【特重

②】) 

本社組織の「常に問いかける姿勢」「報告する文化」を確かなものとするための施策

を継続的に実施する。 

e. 本社組織・発電所組織（協力会社含む）に対する監視・評価活動の実施（第４表の

【ＳＢ③】【特重③】） 

本社組織・発電所組織（協力会社含む)を対象にふるまいを客観的に観察するなどに

より収集したデータを分析・評価し，原子力安全文化の課題および劣化兆候を把握

するための体制を整備し，プロセスを構築する。第５表に「監視・評価機能の体制整

備およびプロセスの構築の概要」を，別紙２に「原子力安全文化の監視・評価活動手
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順（試行）」を示す。現在，監視・評価活動を試行しており，試行を踏まえて詳細手

順を策定し，ＱＭＳ文書（三次文書）として制定する。 

４. 原子力安全文化の育成および維持活動の経緯および継続課題を踏まえた保安規定変更の

考え方 

（１） 原子力安全文化の劣化兆候を継続的に監視・評価するための体制整備 

前述の３．（２）ｅ．で示すように，原子力安全文化の課題および劣化兆候を監視・評

価する機能を一過性のものとせずに持続的なものとするため，その活動を行う組織をＱＭ

Ｓに組み入れるとともに，監視・評価の結果（原子力安全文化の状態や劣化兆候等）につ

いては，マネジメントレビューにインプットする。この原子力安全文化の監視・評価活動

を行う監視評価グループを保安規定第４条（保安に関する組織）に，マネージャー（監視

評価グループ）の職務を第５条（保安に関する職務）に定める。 

（２） 原子力安全文化の育成および維持活動体制の一元化および第２条の３の他条文への

整理・統合 

a. 原子力安全文化の育成および維持活動体制の一元化 

前述の「２. 原子力安全文化の育成および維持活動の経緯」で示したとおり，原

子力強化プロジェクトを設置して取り組んできた「原子力安全文化の醸成等に関す

る課題」への対応に係る活動は電源事業本部の日常業務として定着し，発電所組織

の原子力安全文化の改善は継続的な活動として実施するようになっている。このこ

とから，原子力強化プロジェクトの所期の目的である「原子力安全文化の醸成等に

関する課題」への対応は達成したものと評価している。 

また，前述の「３.原子力安全文化の育成および維持活動における継続課題」に示

したとおり，継続課題の対策は，「協力会社の原子力安全文化の育成および維持活

動への当社関与強化」，「本社組織に対する原子力安全文化の育成および維持活動

の充実」ならびに「本社組織・発電所組織（協力会社を含む）に対する監視・評価

活動の実施」等であり，これらについては原子力強化プロジェクトからの指示では

なく，電源事業本部が自律的かつ主体的に原子力安全文化の育成および維持活動に

取り組み，本社組織・発電所組織（協力会社を含む）の原子力安全文化のレベル向

上・改善を図ることができると判断した。 

以上のことから，原子力強化プロジェクトを廃止して，その業務を電源事業本部

に引継ぎ，原子力強化プロジェクトと電源事業本部が連携して取り組んできた原子

力安全文化の育成および維持活動を電源事業本部に一元化する。また，有識者会議

については，引き続き社外の第三者の視点から幅広い意見を聞くための機能として

継続設置することとし，原子力強化プロジェクトに代わって電源事業本部が有識者

会議に活動状況を直接報告するとともに意見・提言を受けることにより，原子力安
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全文化の育成および維持活動を自律的かつ主体的に取り組むこととした。 

以上の考え方に基づき，原子力強化プロジェクトから電源事業本部へ引き継がれ

る業務とその実施主体について，第６表に体制の一元化の前後比較として示し，ま

た，体制の一元化後の原子力安全文化の育成および維持活動体制の概要を第２－２

図に示す。なお，体制の一元化に伴い，電源事業本部（原子力安全監理）の要員を

１名増とし，同部内の２つのグループ（監視評価，原子力品質保証）でこれらの業

務を分掌するため，既存業務への影響はない。 

b. 第２条の３（安全文化の育成および維持）の他条文への整理・統合 

当社を含む電力各社は，2007 年８月９日公布の省令改正に従い保安規定に第２条

の３(安全文化の醸成）を追加した。さらに，当社においては点検不備問題に対する

保安規定変更命令（2010 年 10 月 16 日）を受けて，「原子力有識者会議の設置」，「原

子力強化プロジェクトの設置」ならびに電源事業本部長および原子力強化プロジェ

クト長の責務を同条文に追加した。電力他社においては，2020 年の原子力規制にお

ける検査制度の見直しに伴い，第３条（品質マネジメントシステム）および第５条

（保安に関する職務）の規定する記載に基づき原子力安全文化の育成および維持活

動を実施することとし，第２条の３を削除した。 

今回，原子力強化プロジェクトを廃止することを踏まえ，当社の第２条の３の条

文記載について整理した。原子力安全文化の育成および維持の活動は，他社同様に

第３条および第５条に統合でき，また，現行の第２条の３の当社特有の記載となっ

ている「原子力安全文化有識者会議の設置」に係る活動については，第５条に追記

できることから，当社においても第２条の３を削除する。第２条の３と他条文との

整理・統合の考え方について，第７表に示す。 

５. 保安規定の変更内容 

保安規定の変更箇所を第８表に示す。 

（１） 第２条の３（安全文化の育成および維持） 

条文を削除する。  

 

（２） 第４条（保安に関する組織） 

a. 「電源事業本部（原子力品質保証）」を「電源事業本部（原子力安全監理）」に名

称変更する。 

b. 電源事業本部（原子力安全監理）マネージャー（監視評価）を，保安に関する組

織に新設する。 

 

（３） 第５条（保安に関する職務） 
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a. 第２条の３にある有識者会議に係る記載を，第５条に追記する。 

（a） 社長は，第三者の視点から健全な安全文化の育成および維持活動に対する

提言を受けるため，社外有識者を中心とした「原子力安全文化有識者会議」

を設置することを，同条第１項（１）に規定する。 

（b） 電源事業本部長は，健全な安全文化を育成し，および維持を推進するため

の活動（活動の実施状況および実効性ならびに次年度の活動計画を適宜有識

者会議に報告し，提言を受けることを含む）を統括することを，同条第１項

（２）に規定する。 

b. 電源事業本部部長（原子力安全監理）は，品質保証活動（独立監査業務を除く。）

の総括に関する業務を行うこと，また，健全な安全文化を育成し，および維持

する活動（内部監査部門の活動を除く。）の総括に関する業務を行うことを，同

条第１項（５）に規定する。 

c. マネージャー（監視評価）は，健全な安全文化を育成し，および維持する活動に

係る取り組み状況（内部監査部門の活動を除く。）の監視・評価に関する業務を

行うことを，同条第１項（12）に規定する。 

d. 同条第３項（１）〔緊急時の措置，保安教育ならびに記録および報告〕および同

条第３項（２）〔指示・指導，品質保証活動〕に，マネージャー（監視評価）を

追加する。 

（４） その他の記載適正化 

第２条の３条文の削除に伴い，第３条，第５条の記載適正化を行う。 
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る
こ

と
を

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト

す
る
と
と
も
に
，
こ

れ
ら
の

活
動

が
行

わ
れ

る
体

制
を

確
実

に
す

る
。
 

２
．
電
源
事
業
本
部
長
は
，

品
質

保
証

活
動

（
独

立
監

査
業

務
を

除
く

）
の

実
施

に
係

る

管
理
責
任
者
と
し
て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
具

体
的

活
動

を
統

括
す

る
。
ま
た
，
第
２
条
の

２
（

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

）
お

よ
び

第
２

条

の
３
（
安
全
文
化
の

醸
成
）

に
関

す
る

活
動

と
し

て
，

保
安

に
関

す
る

組
織

に
お

け

る
関
係
法
令
お
よ
び

保
安
規

定
の

遵
守

を
確

実
に

行
う

た
め

の
活

動
な

ら
び

に
安

全

文
化
を
醸
成
す
る
活

動
を
統

括
す

る
。
 

３
．
考
査
部
門
長
は
，
独
立

監
査

業
務

に
係

る
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

監
査

業
務

を
統

括
す

る
。

 

（
後

略
）
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第
２
表

 
保

安
規

定
変

更
前

後
比

較
（

20
1
0
年

９
月

７
日

施
行

）（
１

/２
）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
安

全
文
化

の
醸

成
）
 

第
２

条
の
３

 第
２

条
（
基

本
方

針
）

に
係

る
保

安
活
動
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
，
原
子

力
安

全
を
最

優
先

に
位

置
付

け
た

保
安

活
動

と
す
る
た
め
に
以
下
の
安
全
文
化
を
醸

成
す

る
活
動

を
行

う
。

  

（
１

）
社
長

は
，

安
全

文
化

を
醸

成
す

る
こ

と
を

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
と
と
も
に
安
全

文
化

を
醸
成

す
る

活
動

が
行

わ
れ

る
体

制
を

確
実
に
す
る
。
ま
た
，
必
要
な
場
合

は
，

コ
ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

の
内

容
を

見
直

す
。
 

      （
２

）
電
源

事
業

本
部

長
は

，
「

原
子

力
安

全
文

化
醸
成
要
則
」
を
定
め
，
安
全
文
化
醸

成
の

た
め
の

活
動

を
統

括
す

る
。
  

（
安
全
文
化
の
醸
成
）
 

第
２
条
の
３
 第

２
条
（
基

本
方

針
）

に
係

る
保

安
活

動
を

実
施

す
る

に
あ

た
り

，
原

子

力
安
全
を
最
優
先
に
位

置
付

け
た

保
安

活
動

と
す

る
た

め
に

以
下

の
安

全
文

化
を

醸

成
す
る
活
動
を
行
う
。

  

（
１
）
社
長
は
，
安
全
文
化

を
醸

成
す

る
こ

と
を

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
す

る
と

と
も

に
安

全

文
化
を
醸
成
す
る
活
動

が
行

わ
れ

る
体

制
を

確
実

に
す

る
。

ま
た

，
必

要
な

場
合

は
，
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

の
内

容
を

見
直

す
。
 

（
２
）
社
長
は
，
第
三
者
の

視
点

か
ら

安
全

文
化

醸
成

活
動

に
対

す
る

提
言

を
受

け
る

た

め
，
社
外
有
識
者
を
中

心
と

し
た

「
原

子
力

安
全

文
化

有
識

者
会

議
」

（
以

下
「

有

識
者
会
議
」
と
い
う
。

）
を

設
置

す
る

。
ま

た
，

安
全

文
化

醸
成

等
に

関
す

る
課

題

へ
の
対
応
業
務
を
分
掌

す
る

「
原

子
力

強
化

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
を

設
置

す
る

。
「

原

子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」

の
業

務
分

掌
，

職
位

お
よ

び
職

務
権

限
を

「
組

織
規

程
」
に
定
め
る
。

 

（
３
）
電
源
事
業
本
部
長
は

，
「

原
子

力
安

全
文

化
醸

成
要

則
」

を
定

め
，

安
全

文
化

醸

成
を
推
進
す
る
た
め
の

活
動

を
統

括
す

る
。

  

（
４
）
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

安
全

文
化

醸
成

に
関

す
る

課
題

へ
の

対
応

業

務
を
統
括
す
る
。
ま
た

，
「

原
子

力
安

全
文

化
有

識
者

会
議

運
営

要
領

」
を

定
め

，

有
識
者
会
議
か
ら
安
全

文
化

醸
成

活
動

に
対

す
る

提
言

を
受

け
る

。
 

（
５
）
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

安
全

文
化

醸
成

に
関

す
る

課
題

へ
の

対
応

状

況
を
適
宜
有
識
者
会
議

に
報

告
し

，
提

言
を

受
け

る
。

有
識

者
会

議
か

ら
の

提
言

を

社
長
へ
報
告
し
，
社
長

の
意

見
を

踏
ま

え
て

部
所

長
（

第
５

条
（

保
安

に
関

す
る

職

務
）
第
３
項
か
ら
第
１

０
項

に
定

め
る

職
位

）
へ

安
全

文
化

醸
成

活
動

に
反

映
す

る

こ
と
を
指
示
す
る
と
と

も
に

電
源

事
業

本
部

長
へ

指
示

の
内

容
を

通
知

す
る

。
 

（
６
）
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

安
全

文
化

醸
成

に
関

す
る

課
題

へ
の

対
応

の

有
効
性
評
価
を
行
い
，

評
価

結
果

を
踏

ま
え

た
次

年
度

の
活

動
計

画
に

つ
い

て
有

識

者
会
議
へ
報
告
し
て
提

言
を

受
け

，
有

識
者

会
議

か
ら

の
提

言
を

踏
ま

え
社

長
へ

報

告
す
る
。
社
長
の
意
見

を
踏

ま
え

た
次

年
度

の
活

動
計

画
に

つ
い

て
電

源
事

業
本

部

長
へ
指
示
す
る
。
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第
２
表

 
保

安
規

定
変

更
前

後
比

較
（

20
1
0
年

９
月

７
日

施
行

）（
２

/２
）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
３

）
第
４

条
（

保
安

に
関

す
る

組
織

）
に

定
め

る
組
織
は
，
社
長
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

を
受

け
，
「

原
子

力
安

全
文

化
醸

成
要

則
」

に
基
づ
き
安
全
文
化
醸
成
の
た
め
の
活

動
計

画
を
年

度
毎

に
策

定
し

，
活

動
計

画
に

基
づ
き
活
動
を
実
施
し
，
評
価
を
行

う
。

（
４

）
電
源

事
業

本
部

長
は

，
活

動
の

実
施

状
況

お
よ
び
そ
の
評
価
結
果
を
ま
と
め
，
社

長
へ

報
告
し

，
指

示
を

受
け

，
活

動
計

画
へ

反
映
す
る
。

（
７
）
第
４
条
（
保
安
に
関

す
る

組
織

）
に

定
め

る
組

織
は

，
社

長
の

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト

を
受
け
，
「
原
子
力
安

全
文

化
醸

成
要

則
」

に
基

づ
き

安
全

文
化

醸
成

の
た

め
の

活

動
計
画
を
年
度
毎
に
策

定
し

，
活

動
計

画
に

基
づ

き
活

動
を

実
施

し
，

評
価
を
行

う
。

（
８
）
電
源
事
業
本
部
長
は

，
活

動
の

実
施

状
況

お
よ

び
そ

の
評

価
結

果
を

ま
と

め
，

社

長
へ
報
告
し
，
指
示

を
受
け

，
（

６
）

の
原

子
力

強
化

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

長
か

ら
の

指

示
を
含
め
活
動
計
画
へ

反
映

す
る

。

（
保

安
に
関

す
る

職
務

）
 

第
５

条
 社

長
は

，
発

電
所

に
お

け
る

保
安

活
動

に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
構

築
，
実

施
，

維
持

お
よ

び
改

善
を

統
括

す
る
。
保
安
に
関
す
る
組
織
（
原
子
炉

主
任

技
術
者

を
含

む
。

）
か

ら
報

告
を

受
け

た
場
合
，
「
ト
ラ
ブ
ル
等
の
報
告
に
関

す
る

社
長
対

応
指

針
」

に
基

づ
き

原
子

力
安

全
を
最
優
先
し
必
要
な
指
示
を
行
う
。

ま
た

，
第
２

条
の

２
（

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規
定
の
遵
守
）
お
よ
び
第
２
条
の
３

（
安

全
文
化

の
醸

成
）

に
関

す
る

活
動

と
し

て
，
関
係
法
令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵

守
を

確
実
に

行
う

こ
と

な
ら

び
に

安
全

文
化

を
醸
成
す
る
こ
と
を
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

す
る

と
と
も

に
，

こ
れ

ら
の

活
動

が
行

わ
れ

る
体
制
を
確
実
に
す
る
。
 

２
．

電
源
事

業
本

部
長

は
，

品
質

保
証

活
動

（
独

立
監
査
業
務
を
除
く
。
）
の
実
施
に
係

る
管

理
責
任

者
と

し
て

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
の
具
体
的
活
動
を
統
括
す

る
。

ま
た
，

第
２

条
の

２
（

関
係

法
令

お
よ

び
保
安
規
定
の
遵
守
）
お
よ
び
第
２
条

の
３

（
安
全

文
化

の
醸

成
）

に
関

す
る

活
動

と
し
て
，
保
安
に
関
す
る
組
織
に
お
け

る
関

係
法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

を
確

実
に
行
う
た
め
の
活
動
な
ら
び
に
安
全

文
化

を
醸
成

す
る

活
動

を
統

括
す

る
。
 

３
．

考
査
部

門
長

は
，

独
立

監
査

業
務

に
係

る
管

理
責
任
者
と
し
て
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

に
お

け
る

監
査

業
務

を
統

括
す

る
。

４
．

グ
ル
ー

プ
経

営
推

進
部

門
長

は
，

調
達

に
関

す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

５
．

電
源
事

業
本

部
部

長
（

原
子

力
品

質
保

証
）

は
，
品
質
保
証
活
動
（
独
立
監
査
業
務

を
除

く
。
）

の
総

括
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
 

（
後

略
）
 

（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
 

第
５
条
 社

長
は
，
発
電
所
に
お

け
る

保
安

活
動

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム

の
構
築
，
実
施
，
維

持
お
よ

び
改

善
を

統
括

す
る

。
保

安
に

関
す

る
組

織
（

原
子

炉

主
任
技
術
者
を
含
む

。
）
か

ら
報

告
を

受
け

た
場

合
，

「
ト

ラ
ブ

ル
等

の
報

告
に

関

す
る
社
長
対
応
指
針

」
に
基

づ
き

原
子

力
安

全
を

最
優

先
し

必
要

な
指

示
を

行
う

。

ま
た
，
第
２
条
の
２

（
関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

）
お

よ
び

第
２

条
の

３

（
安
全
文
化
の
醸
成

）
に
関

す
る

活
動

と
し

て
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵

守
を
確
実
に
行
う
こ

と
な
ら

び
に

安
全

文
化

を
醸

成
す

る
こ

と
を

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト

す
る
と
と
も
に
，
こ

れ
ら
の

活
動

が
行

わ
れ

る
体

制
を

確
実

に
す

る
。
 

２
．
電
源
事
業
本
部
長
は
，

品
質

保
証

活
動

（
独

立
監

査
業

務
を

除
く

。
）

の
実

施
に

係

る
管
理
責
任
者
と
し

て
，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

具
体

的
活

動
を

統
括

す

る
。
ま
た
，
第
２
条

の
２
（

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

）
お

よ
び

第
２

条

の
３
（
安
全
文
化
の

醸
成
）

に
関

す
る

活
動

と
し

て
，

保
安

に
関

す
る

組
織

に
お

け

る
関
係
法
令
お
よ
び

保
安
規

定
の

遵
守

を
確

実
に

行
う

た
め

の
活

動
な

ら
び

に
安

全

文
化
を
醸
成
す
る
活

動
を
統

括
す

る
。
 

３
．
考
査
部
門
長
は
，
独
立

監
査

業
務

に
係

る
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
シ
ス
テ
ム
に
お
け

る
監
査

業
務

を
統

括
す

る
。

４
．
グ
ル
ー
プ
経
営
推
進
部

門
長

は
，

調
達

に
関

す
る

業
務

を
統

括
す

る
。
 

５
．
電
源
事
業
本
部
部
長
（

原
子

力
品

質
保

証
）

は
，

品
質

保
証

活
動

（
独

立
監

査
業

務

を
除
く
。
）
の
総
括

に
関
す

る
業

務
を

行
う

。
 

（
後

略
）
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第
３
表

 
保

安
規

定
変

更
前

後
比

較
表

（
2
0
2
0
年

９
月

2
5
日

施
行
）
（
１

/
２

）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
安
全

文
化

の
醸

成
）
 

第
２
条
の
３
 
第
２
条
（
基
本
方
針
）
に
係
る
保
安
活
動
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
，
原
子

力
安

全
を
最

優
先

に
位

置
付

け
た

保
安

活
動

と
す
る
た
め
に
以
下
の
安
全
文
化
を
醸

成
す

る
活
動

を
行

う
。
 

（
１
）

社
長

は
，

安
全

文
化

を
醸

成
す

る
こ

と
を

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
と
と
も
に
安
全

文
化

を
醸
成
す
る

活
動

が
行

わ
れ

る
体

制
を

確
実
に
す
る
。
ま
た
，
必
要
な
場
合

は
，

コ
ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

の
内

容
を

見
直

す
。

（
２

）
社
長

は
，

第
三

者
の

視
点

か
ら

安
全

文
化

醸
成
活
動
に
対
す
る
提
言
を
受
け
る
た

め
，

社
外
有

識
者

を
中

心
と

し
た

「
原

子
力

安
全
文
化
有
識
者
会
議
」
（
以
下
「
有

識
者

会
議
」

と
い

う
。

）
を

設
置

す
る

。
ま

た
，
安
全
文
化
醸
成
等
に
関
す
る
課
題

へ
の

対
応
業

務
を

分
掌

す
る

「
原

子
力

強
化

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
設
置
す
る
。
「
原

子
力

強
化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

の
業

務
分

掌
，

職
位
お
よ
び
職
務
権
限
を
「
組
織
規

程
」

に
定
め

る
。

（
３

）
電
源

事
業

本
部

長
は

，
「

原
子

力
安

全
文

化
醸
成
基
本
要
領
」
を
定
め
，
安
全
文

化
醸

成
を
推

進
す

る
た

め
の

活
動

を
統

括
す

る
。

（
４
）

原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

安
全

文
化
醸
成
に
関
す
る
課
題
へ
の
対
応
業

務
を

統
括
す

る
。

ま
た

，
「

原
子

力
安

全
文

化
有
識
者
会
議
運
営
要
領
」
を
定
め
，

有
識

者
会
議

か
ら

安
全

文
化

醸
成
活

動
に
対

す
る
提
言
を
受
け
る
。

（
５
）

原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

安
全

文
化
醸
成

に
関
す
る
課
題
へ
の
対
応
状

況
を

適
宜
有

識
者

会
議

に
報

告
し

，
提

言
を

受
け
る
。
有
識
者
会
議
か
ら
の
提
言
を

社
長

へ
報
告

し
，

社
長

の
意

見
を

踏
ま

え
て

部
所
長
（
第
５
条
（
保
安
に
関
す
る
職

務
）

第
３
項

か
ら

第
１

１
項

に
定

め
る

職
位

）
へ
安
全
文
化
醸
成
活
動
に
反
映
す
る

こ
と

を
指
示

す
る

と
と

も
に

電
源

事
業

本
部

長
へ
指
示
の
内
容
を
通
知
す
る
。

（
６

）
原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

安
全

文
化
醸
成
に
関
す
る
課
題
へ
の
対
応
の

有
効

性
評
価

を
行

い
，

評
価

結
果

を
踏

ま
え

た
次
年
度
の
活
動
計
画
に
つ
い
て
有
識

者
会

議
へ
報

告
し

て
提

言
を

受
け

，
有

識
者

会
議
か
ら
の
提
言
を
踏
ま
え
社
長
へ
報

告
す

る
。
社

長
の

意
見

を
踏

ま
え

た
次

年
度

の
活
動
計
画
に
つ
い
て
電
源
事
業
本
部

長
へ

指
示
す

る
。

（
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び

維
持

）
 
 

第
２
条
の
３
 
第
２
条
（
基
本
方
針
）
に
係
る
保
安
活
動
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
，
原
子

力
安
全
を
最
優
先
に

位
置
付

け
た

保
安

活
動

と
す

る
た

め
に

以
下

の
健

全
な

安
全

文

化
を
育
成
し
，
お
よ

び
維
持

す
る

活
動

を
行

う
。

  

（
１
）
社
長
は
，
健
全
な
安

全
文

化
を

育
成

し
，

お
よ

び
維

持
す

る
こ

と
を

コ
ミ

ッ
ト

メ

ン
ト
す
る
と
と
も
に

健
全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
お

よ
び

維
持

す
る

活
動

が
行

わ

れ
る
体
制
を
確
実
に

す
る
。

ま
た

，
必

要
な

場
合

は
，

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
の

内
容

を

見
直
す
。

（
２
）
社
長
は
，
第
三
者
の

視
点

か
ら

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
に

対

す
る
提
言
を
受
け
る

た
め
，

社
外

有
識

者
を

中
心

と
し

た
「

原
子

力
安

全
文

化
有

識

者
会
議
」
（
以
下
「

有
識
者

会
議

」
と

い
う

。
）

を
設

置
す

る
。

ま
た

，
健

全
な

安

全
文
化
の
育
成
お
よ

び
維
持

等
に

関
す

る
課

題
へ

の
対

応
業

務
を

分
掌

す
る

「
原

子

力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
を

設
置

す
る

。
「

原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

の
業

務

分
掌
，
職
位
お
よ
び
職
務
権
限
を
「
組
織
規
程
」
に
定
め
る
。

（
３
）
電
源
事
業
本
部
長
は

，
「

原
子

力
安

全
文

化
醸

成
基

本
要

領
」

を
定

め
，

健
全

な

安
全
文
化
の
育
成
お
よ

び
維

持
を

推
進

す
る

た
め

の
活

動
を

統
括

す
る

。

（
４
）
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
に

関

す
る
課
題
へ
の
対
応

業
務
を

統
括

す
る

。
ま

た
，

「
原

子
力

安
全

文
化

有
識

者
会

議

運
営
要
領
」
を
定
め

，
有
識

者
会

議
か

ら
健

全
な

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

活

動
に
対
す
る
提
言
を

受
け
る

。

（
５
）
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
に

関

す
る
課
題
へ
の
対
応

状
況
を

適
宜

有
識

者
会

議
に

報
告

し
，

提
言

を
受

け
る

。
有

識

者
会
議
か
ら
の
提
言

を
社
長

へ
報

告
し

，
社

長
の

意
見

を
踏

ま
え

て
部

所
長

（
第

５

条
（
保
安
に
関
す
る

職
務
）

第
３

項
か

ら
第

１
１

項
に

定
め

る
職

位
）

へ
健

全
な

安

全
文
化
の
育
成
お
よ

び
維
持

活
動

に
反

映
す

る
こ

と
を

指
示

す
る

と
と

も
に

電
源

事

業
本
部
長
へ
指
示
の

内
容
を

通
知

す
る

。

（
６
）
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
に

関

す
る
課
題
へ
の
対
応

の
有
効

性
評

価
を

行
い

，
評

価
結

果
を

踏
ま

え
た

次
年

度
の

活

動
計
画
に
つ
い
て
有

識
者
会

議
へ

報
告

し
て

提
言

を
受

け
，

有
識

者
会

議
か

ら
の

提

言
を
踏
ま
え
社
長
へ

報
告
す

る
。

社
長

の
意

見
を

踏
ま

え
た

次
年

度
の

活
動

計
画

に

つ
い
て
電
源
事
業
本

部
長
へ

指
示

す
る

。

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所
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第
３
表

 
保

安
規

定
変

更
前

後
比

較
表

（
2
0
2
0
年

９
月

2
5
日

施
行
）
（
２

/
２

）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
７
）

第
４

条
（

保
安

に
関

す
る

組
織

）
に

定
め

る
組
織
は
，
社
長
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

を
受

け
，
「

原
子

力
安

全
文

化
醸

成
基

本
要

領
」
に
基
づ
き
安
全
文
化
醸
成

の
た
め

の
活

動
計
画

を
年

度
毎

に
策

定
し

，
活

動
計

画
に
基
づ
き
活
動
を
実
施
し
，
評
価
を

行
う

。

（
８

）
電
源

事
業

本
部

長
は

，
活

動
の

実
施

状
況

お
よ
び
そ
の
評
価
結
果
を
ま
と
め
，
社

長
へ

報
告
し

，
指

示
を

受
け

，
（

６
）

の
原

子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
か
ら
の
指

示
を

含
め
活

動
計

画
へ

反
映

す
る

。

（
７
）
第
４
条
（
保
安
に
関

す
る

組
織

）
に

定
め

る
組

織
は

，
社

長
の

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト

を
受
け
，
「
原
子
力

安
全
文

化
醸

成
基

本
要

領
」

に
基

づ
き

健
全

な
安

全
文

化
の

育

成
お
よ
び
維
持
の
た

め
の
活

動
計

画
を

年
度

毎
に

策
定

し
，

活
動

計
画

に
基

づ
き

活

動
を
実
施
し
，
評
価

を
行
う

。

（
８
）
電
源
事
業
本
部
長
は

，
活

動
の

実
施

状
況

お
よ

び
そ

の
評

価
結

果
を

ま
と

め
，

社

長
へ
報
告
し
，
指
示

を
受
け

，
（

６
）

の
原

子
力

強
化

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

長
か

ら
の

指

示
を
含
め
活
動
計
画

へ
反
映

す
る

。

（
保
安

に
関

す
る

職
務

）
 

第
５
条
 
社
長
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
活
動
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
構

築
，
実

施
，

維
持

お
よ

び
改

善
を

統
括

す
る
。
保
安
に
関
す
る
組
織
（
発
電
用

原
子

炉
主
任

技
術

者
（

以
下

，
「

原
子

炉
主

任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）

か
ら

報
告
を

受
け

た
場

合
，

「
ト

ラ
ブ

ル
等

の
報
告
に
関
す
る
社
長
対
応
指
針
」
に

基
づ

き
原
子

力
安

全
を

最
優

先
し

必
要

な
指

示
を
行
う
。
ま
た
，
第
２
条
の
２
（
関

係
法

令
お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

）
お

よ
び

第
２
条
の
３
（
安
全
文
化
の
醸
成
）
に

関
す

る
活
動

と
し

て
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規
定
の
遵
守
を
確
実
に
行
う
こ
と
な

ら
び

に
安
全

文
化

を
醸

成
す

る
こ

と
を

コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
と
と
も
に
，
こ
れ
ら

の
活

動
が
行

わ
れ

る
体

制
を

確
実

に
す

る
。
 

２
．

電
源
事

業
本

部
長

は
，

品
質

保
証

活
動

（
独

立
監
査
業
務
を
除
く
。
）
の
実
施
に
係

る
管

理
責
任

者
と

し
て

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
の
具
体
的
活
動
を
統
括
す

る
。

ま
た
，

第
２

条
の

２
（

関
係

法
令

お
よ

び
保
安
規
定
の
遵
守
）
お
よ
び
第
２
条

の
３

（
安
全

文
化

の
醸

成
）

に
関

す
る

活
動

と
し
て
，
保
安
に
関
す
る
組
織
に
お
け

る
関

係
法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

を
確

実
に
行
う
た
め
の
活
動
な
ら
び
に
安
全

文
化

を
醸
成

す
る

活
動

を
統

括
す

る
。
 

３
．
考

査
部

門
長

は
，

独
立

監
査

業
務

に
係

る
管

理
責
任
者
と
し
て
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

に
お

け
る

監
査

業
務

を
統

括
す

る
。

４
．

調
達
本

部
長

は
，

調
達

に
関

す
る

業
務

を
統

括
す
る
。
 

５
．

電
源
事

業
本

部
部

長
（

原
子

力
品

質
保

証
）

は
，
品
質
保
証
活
動
（
独
立
監
査
業
務

を
除

く
。
）

の
総

括
に

関
す

る
業

務
を

行
う

。
 

（
後

略
）
 

（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
 

第
５
条
 
社
長
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
活
動
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
構
築
，
実
施
，
維

持
お
よ

び
改

善
を

統
括

す
る

。
保

安
に

関
す

る
組

織
（

発
電

用

原
子
炉
主
任
技
術
者

（
以
下

，
「

原
子

炉
主

任
技

術
者

」
と

い
う

。
）

を
含

む
。

）

か
ら
報
告
を
受
け
た

場
合
，

「
ト

ラ
ブ

ル
等

の
報

告
に

関
す

る
社

長
対

応
指

針
」

に

基
づ
き
原
子
力
安
全

を
最
優

先
し

必
要

な
指

示
を

行
う

。
ま

た
，

第
２

条
の

２
（

関

係
法
令
お
よ
び
保
安

規
定
の

遵
守

）
お

よ
び

第
２

条
の

３
（

安
全

文
化

の
育

成
お

よ

び
維
持
）
に
関
す
る

活
動
と

し
て

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に

行
う
こ
と
な
ら
び
に

健
全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
お

よ
び

維
持

す
る

こ
と

を
コ

ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
と
と
も
に
，
こ
れ
ら
の
活
動
が
行
わ
れ
る
体
制
を
確
実
に
す
る
。
 
 

２
．
電
源
事
業
本
部
長
は
，

品
質

保
証

活
動

（
独

立
監

査
業

務
を

除
く

。
）

の
実

施
に

係

る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
と

し
て

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス

テ
ム
の
具
体
的
活
動

を
統
括

す
る

。
ま

た
，

第
２

条
の

２
（

関
係

法
令

お
よ

び
保

安

規
定
の
遵
守
）
お
よ

び
第
２

条
の

３
（

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

）
に

関
す

る

活
動
と
し
て
，
保
安

に
関
す

る
組

織
に

お
け

る
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守

を
確
実
に
行
う
た
め

の
活
動

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

し
，

お
よ

び
維

持

す
る
活
動
を
統
括
す

る
。

３
．
内
部
監
査
部
門
長
は
，

独
立

監
査

業
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理

責
任
者
と
し
て
，
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に
お

け
る

監
査

業
務

を
統

括
す

る
。
ま
た
，
第
２
条

の
２
（

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

）
に

関
す

る
活

動

と
し
て
，
内
部
監
査

部
門
に

お
け

る
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に

行
う
た
め
の
活
動
を

統
括
す

る
。

 

４
．
調
達
本
部
長
は
，
調
達

に
関

す
る

業
務

を
統

括
す

る
。
 

５
．
電
源
事
業
本
部
部
長
（

原
子

力
品

質
保

証
）

は
，

品
質

保
証

活
動

（
独

立
監

査
業

務

を
除
く
。
）
の
総
括

に
関
す

る
業

務
を

行
う

。
 

（
後

略
）
 

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所
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第
４

表
 

原
子

力
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
に

お
け

る
継

続
課

題
の

対
策

の
具

体
的

内
容

と
期

待
す

る
効

果
（
１

／
２

）
 

対
策

 
具

体
的

内
容

 
期

待
す

る
効

果
 

保
安

規
定

へ
の

反
映

 

【
Ｓ

Ｂ
①

】
協

力
会

社
の

原
子

力
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
へ

の
当

社

関
与

強
化

 

保
安

業
務

を
委

託
し

て
い

る
協

力
会

社

に
対

し
て

，
当

社
と

同
等

の
原

子
力

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

活
動

の
実

施

を
委

託
仕

様
と

し
て

要
求

す
る

こ
と

に
よ

り
，

当
社

の
関

与
を

強
化

す
る

。
 

a.
協

力
会

社
に

よ
る

原
子

力
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
の

活
動

の
実

施

（
a）

委
託

仕
様

書
に

よ
り

，
原

子
力

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

活
動

の
計

画
，

実
施

を
求

め
る

。

（
b）

計
画

を
確

認
し

，
当

社
が

要
求

す
る

活
動

が
計

画
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
評

価
す

る
。

（
c）

活
動

実
績

・
実

施
状

況
を

確
認

し
，

活
動

が
計

画
的

，
効

果
的

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を

確
認

す
る

。


当

社
が

要
求

す
る

原
子

力
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

で
，

原
子

力
安

全
文

化
の

改
善

を
促

す
。

協
力

会
社

に
対

す
る

原
子

力
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
に

係
る

個
別

業
務

プ
ロ

セ
ス

の
確

立
・
実

施
・
実

効
性

維
持

の
具

体

的
施

策
で

あ
り

，
保

安
規

定
の

変
更

は
な

い
。

 
b.

当
社

役
員

と
協

力
会

社
社

員
と

の
対

話
活

動
の

実
施

当
社

の
保

安
業

務
を

委
託

し
て

い
る

協
力

会
社

を
対

象
と

し
，

当
社

役
員

と
協

力
会

社
社

員
と

の
定

期
的

に
意

見
交

換
会

を
開

催
す

る
。

（
２

回
／

年
程

度
）


協

力
会

社
社

員
か

ら
当

社
役

員
へ

日
ご

ろ
か

ら
感

じ
て

い
る

こ
と

や
懸

念
を

伝
え

る
と

と
も

に
，

当
社

役
員

か
ら

原
子

力
安

全
文

化
の

期
待

事
項

を
示

す
こ

と
で

，
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

し
や

す

い
職

場
環

境
と

す
る

。

c
.

協
力

会
社

社
員

に
よ

る
「
原

子
力

安
全

文
化

の
日

」
の

社
長

訓
話

（
動

画
）
の

視
聴

「
原

子
力

安
全

文
化

の
日

」
の

社
長

訓
話

（
動

画
）
を

常
駐

す
る

協
力

会
社

へ
配

付
し

，
期

限
を

定
め

て
協

力
会

社
社

員
全

員
に

視
聴

さ
せ

る
。


当

社
社

長
の

原
子

力
安

全
文

化
の

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
を

協
力

会
社

社
員

に
伝

え
る

こ
と

で
，

当

社
と

協
力

会
社

の
原

子
力

安
全

文
化

の
意

識
を

統
一

す
る

。

【
Ｓ

Ｂ
②

】
協

力
会

社
の

原
子

力
安

全
文

化
の

状
態

の
評

価
 

協
力

会
社

社
員

を
対

象
と

す
る

原
子

力

安
全

文
化

の
意

識
調

査
を

実
施

す
る

。
 

a.
当

社
社

員
に

実
施

し
て

い
る

原
子

力
安

全
文

化
の

意
識

調
査

を
協

力
会

社
に

向
け

た
設

問
に

見
直

し
，

協
力

会
社

社
員

を
対

象
と

す
る

原
子

力
安

全
文

化
意

識
調

査
を

実
施

す

る
。

（
１

回
／

年
）


当

社
社

員
に

実
施

す
る

も
の

と
同

じ
分

析
手

法
・
評

価
基

準
で

協
力

会
社

社
員

の
原

子
力

安
全

文
化

の
意

識
レ

ベ
ル

を
評

価
し

，
各

社
の

原
子

力
安

全
文

化
の

状
態

を
当

社
と

比
較

や
傾

向
を

監
視

す
る

こ
と

で
，

そ
の

課
題

お
よ

び
劣

化
兆

候
を

把
握

す
る

。

b.
各

社
の

意
識

調
査

結
果

を
評

価
し

，
必

要
に

よ
り

原
子

力
安

全
文

化
の

意
識

改
善

の
助

言
を

与
え

る
。


原

子
力

安
全

文
化

の
課

題
お

よ
び

劣
化

兆
候

を
確

認
し

た
場

合
は

，
助

言
に

よ
り

そ
の

改
善

を
促

す
。

【
特

重
①

】
本

社
組

織
の

文
書

管
理

プ
ロ

セ
ス

の
見

直
し

特
重

非
公

開
ガ

イ
ド

の
扱

い
を

Q
M

S
で

明
確

に
す

る
。

 

a.
特

重
非

公
開

ガ
イ

ド
を

「
外

部
文

書
」
（
Ｑ

Ｍ
Ｓ

文
書

）
と

位
置

付
け

る
。


Ｑ

Ｍ
Ｓ

文
書

と
し

て
位

置
付

け
る

こ
と

に
よ

り
文

書
管

理
（
識

別
，

保
管

）
を

確
実

に
し

，
紛

失
・

誤
廃

棄
な

ど
が

発
生

し
た

場
合

に
は

，
不

適
合

管
理

手
順

に
基

づ
き

Ｃ
Ｒ

登
録

さ
れ

，
組

織

内
で

情
報

共
有

を
し

て
速

や
か

な
対

応
を

行
う
こ

と
が

で
き

る
。

Ｑ
Ｍ

Ｓ
三

次
文

書
の

扱
い

を
明

確
に

す
る

も
の

で
あ

り
，

保
安

規
定

の
変

更
は

な

い
。

 

b.
特

重
非

公
開

ガ
イ

ド
の

管
理

方
法

を
定

め
る

「
情

報
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
を

「
文

書
・
記

録
管

理
基

本
要

領
」
（
Ｑ

Ｍ
Ｓ

二
次

文
書

）
の

下
位

文
書

と
し

て
本

社
の

Ｑ
Ｍ

Ｓ
三

次
文

書
に

位

置
付

け
る

。

【
特

重
②

】
本

社
組

織
に

対
す

る
原

子
力

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

の
活

動

の
充

実
 

本
社

組
織

の
「
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

」

「
報

告
す

る
文

化
」
を

確
か

な
も

の
と

す
る

た
め

の
施

策
を

継
続

的
に

実
施

す
る

。
 

a.
不

適
切

事
案

に
関

す
る

事
例

研
修

（
１

回
／

年
）

過
去

の
当

社
不

適
切

事
案

に
つ

い
て

，
風

化
防

止
ビ

デ
オ

を
各

職
場

で
視

聴
す

る
。


過

去
の

当
社

不
適

切
事

案
発

生
の

要
因

や
現

在
に

至
る

取
り

組
み

を
振

り
返

り
，

そ
の

教
訓

を
風

化
さ

せ
な

い
。

原
子

力
安

全
文

化
の

育

成
お

よ
び

維
持

活
動

に
係

る
個

別
業

務
プ

ロ
セ

ス
の

確

立
・
実

施
・
実

効
性

維
持

の
具

体
的

施
策

で
あ

り
，

保

安
規

定
の

変
更

は
な

い
。

 

b.
職

場
話

し
合

い
研

修
（
１

回
／

年
）

原
子

力
安

全
文

化
に

係
る

共
通

テ
ー

マ
定

め
，

各
職

場
単

位
で

自
分

た
ち

が
ど

の
よ

う
に

行

動
す

る
べ

き
か

を
話

し
合

う
。


職

場
で

原
子

力
安

全
文

化
に

つ
い

て
話

し
合

う
機

会
を

与
え

，
そ

れ
ぞ

れ
の

考
え

や
意

見
を

交
わ

し
気

づ
き

を
得

る
と

と
も

に
，

職
場

コ
ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
活

性
化

を
図

る
。

c
.

グ
ル

ー
プ

行
動

基
準

の
策

定
・
実

践
（
１

回
／

年
）

職
場

話
し

合
い

研
修

の
結

果
を

元
に

，
日

々
の

自
分

た
ち

が
業

務
に

取
り

組
む

中
で

，
原

子
力

安
全

の
達

成
の

た
め

の
行

動
基

準
を

策
定

し
実

践
す

る
。


各

職
場

の
原

子
力

安
全

文
化

の
コ

ミ
ッ
ト

メ
ン

ト
を

具
体

的
な

行
動

基
準

と
す

る
こ

と
で

，
そ

れ

が
常

に
自

分
た

ち
の

行
動

の
基

軸
に

な
る

こ
と

の
動

機
づ

け
を

図
る

。

d.
業

務
点

検
活

動
（
通

年
）

各
職

場
で

日
常

業
務

に
お

け
る

問
題

点
や

疑
問

な
ど

の
気

づ
き

を
職

場
内

で
共

有
し

，
改

善
解

決
を

図
る

。


日

常
業

務
に

お
け

る
問

題
点

や
気

づ
き

事
項

を
抽

出
す

る
き

っ
か

け
を

与
え

，
疑

問
を

持
つ

習

慣
を

身
に

付
け

る
こ

と
で

「
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

」
の

意
識

の
醸

成
・
向

上
を

図
る

。

e
.

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

行
動

基
準

の
設

定
と

実
践

（
１

回
／

年
）

組
織

（
部

長
単

位
）
共

通
の

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

行
動

基
準

を
設

定
し

実
践

す
る

。


組

織
共

通
の

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

遵
守

の
意

識
統

一
を

図
る

。
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第
４

表
 

原
子

力
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
に

お
け

る
継

続
課

題
の

対
策

の
具

体
的

内
容

と
期

待
す

る
効

果
（
２

／
２

）
 

対
策

 
具

体
的

内
容

 
期

待
す

る
効

果
 

保
安

規
定

へ
の

反
映

 

【
Ｓ

Ｂ
③

】
【
特

重
③

】
本

社
組

織
・
発

電

所
組

織
（
協

力
会

社
含

む
)に

対
す

る
監

視
・
評

価
活

動
の

実
施

 

本
社

組
織

・
発

電
所

組
織

（
協

力
会

社

含
む

)を
対

象
に

，
当

社
社

員
の

ふ
る

ま
い

を
客

観
的

に
観

察
す

る
な

ど
に

よ
り

収
集

し
た

デ
ー

タ
を

分
析

・
評

価
し

，
原

子
力

安

全
文

化
の

課
題

お
よ

び
劣

化
兆

候
を

把

握
す

る
た

め
の

体
制

を
整

備
し

，
そ

の
プ

ロ

セ
ス

を
構

築
す

る
。

a.
組

織
の

設
置

（
a）

監
視

・
評

価
を

主
た

る
業

務
と

す
る

た
め

，
電

源
事

業
本

部
(原

子
力

品
質

保
証

)を
電

源

事
業

本
部

（
原

子
力

安
全

監
理

）
へ

名
称

変
更

す
る

。

（
b）

電
源

事
業

本
部

（
原

子
力

安
全

監
理

）
に

原
子

力
安

全
文

化
の

監
視

・
評

価
活

動
を

行

う
監

視
評

価
グ

ル
ー

プ
を

設
置

す
る

。
（
発

電
所

在
勤

）

（
c）

原
子

力
安

全
文

化
に

精
通

し
，

原
子

力
安

全
文

化
に

関
す

る
情

報
の

収
集

，
分

析
・
評

価
の

力
量

を
持

つ
要

員
を

，
監

視
評

価
グ

ル
ー

プ
に

配
置

す
る

。


原

子
力

安
全

文
化

に
関

す
る

監
視

・
評

価
の

力
量

の
あ

る
要

員
で

構
成

す
る

組
織

が
，

原

子
力

部
門

全
体

（
本

社
組

織
，

発
電

所
組

織
(協

力
会

社
を

含
む

)の
原

子
力

安
全

文
化

の
状

態
を

監
視

・
評

価
す

る
。


監

視
評

価
グ

ル
ー

プ
を

発
電

所
在

勤
と

す
る

こ
と

に
よ

り
，

「
現

場
・
現

物
・
現

実
」
の

三
現

主

義
で

の
監

視
・
評

価
業

務
遂

行
を

可
能

と
し

て
発

電
所

組
織

(協
力

会
社

を
含

む
)の

観
察

機
会

を
確

保
す

る
と

と
も

に
，

定
期

的
に

本
社

組
織

に
対

す
る

観
察

を
行

う
。

組
織

お
よ

び
職

務
に

つ
い

て
，

保
安

規
定

を
変

更
・
追

加
す

る
。

 

第
４

条
（
保

安
に

関
す

る
組

織
）
 


組

織
名

称
を

「
電

源
事

業
本

部
(原

子
力

品
質

保
証

)」
か

「
を

電
源

事
業

本
部

（
原

子
力

安
全

監

理
）
」
に

変
更

す
る

。


マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
（
監

視
評

価
）
を

組
織

図
に

規
定

す

る
。

第
５

条
（
保

安
に

関
す

る
職

務
）
 


マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
（
監

視
評

価
）

の
職

務
を

規
定

す

る
。

b.
Ｑ

Ｍ
Ｓ

手
順

書
の

制
定

本
社

組
織

・
発

電
所

組
織

(協
力

会
社

を
含

む
)に

対
す

る
原

子
力

安
全

文
化

の
劣

化
兆

候
を

監
視

・
評

価
す

る
活

動
の

手
順

を
明

確
に

し
，

保
安

規
定

施
行

に
合

わ
せ

，
「
原

子
力

安
全

文
化

育
成

・
維

持
活

動
基

本
要

領
」
の

下
位

の
Ｑ

Ｍ
Ｓ

三
次

文
書

と
し

て
制

定
す

る
。


本

社
組

織
・
発

電
所

組
織

（
協

力
会

社
を

含
む

）
の

社
員

・
協

力
会

社
社

員
の

ふ
る

ま
い

・
判

断
，

文
書

・
デ

ー
タ

，
現

場
状

況
等

を
原

子
力

安
全

文
化

の
視

点
に

よ
り

観
察

し
て

原
子

力

安
全

文
化

の
状

態
を

分
析

・
評

価
し

，
継

続
的

に
そ

の
傾

向
を

監
視

す
る

こ
と

に
よ

り
，

課
題

お
よ

び
劣

化
兆

候
を

早
期

に
把

握
し

て
改

善
を

促
す

。

「
原

子
力

安
全

文
化

育

成
・

維
持

活
動

基
本

要

領
」
の

下
位

の
Ｑ

Ｍ
Ｓ

三
次

文
書

と
す

る
た

め
，

保
安

規

定
の

変
更

は
な

い
。

 

c
.

ト
ッ
プ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

る
継

続
的

改
善

監
視

・
評

価
の

結
果

（
原

子
力

安
全

文
化

の
状

態
や

劣
化

兆
候

等
）
を

，
原

子
力

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

活
動

全
体

の
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
に

お
け

る
評

価
項

目
の

ひ
と

つ
と

し
て

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

に
イ

ン
プ

ッ
ト

す
る

。
原

子
力

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

活
動

全
体

の
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
を

第
５

図
に

示
す

。


ト

ッ
プ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
よ

る
原

子
力

安
全

文
化

の
維

持
・
向

上
や

継
続

的
改

善
に

資
す

る
。

ト

ッ
プ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

が
監

視
・
評

価
機

能
の

低
下

や
活

動
の

停
滞

等
を

確
認

し
た

場
合

は
，

監

視
・
評

価
活

動
の

改
善

を
指

示
す

る
。

第
３

条
（
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

シ
ス

テ
ム

）
５

．
６

．
２

マ
ネ

ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
に

用
い

る
情

報
の

う
ち

，
「
（
６

）
健

全
な

安
全

文
化

の
育

成
お

よ

び
維

持
の

状
況

」
の

既

定
プ

ロ
セ

ス
で

あ
り

，
保

安
規

定
の

変
更

は
な

い
。
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第
５

表
 

原
子

力
安

全
文

化
の

監
視

・
評

価
機

能
の

体
制

整
備

と
プ

ロ
セ

ス
の

構
築

の
概

要
 

項
目

 
内

容
 

期
待

す
る

効
果

 
各

事
案

の
分

析
結

果
と

の
関

係
 

１
.

人
員

体
制

電
源

事
業

本
部

（
原

子
力

安
全

監
理

）
監

視
評

価
グ

ル
ー

プ
４

名
 

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

１
名

，
副

長
１

名
，

担
当

者
２

名
を

島
根

原
子

力
発

電
所

在
勤

と
し

，
要

員
に

は

原
子

力
安

全
文

化
に

関
す

る
状

態
の

評
価

に
係

る
力

量
を

設
定

・
付

与
す

る
。


原

子
力

安
全

文
化

に
関

す
る

監
視

・
評

価
の

力
量

の
あ

る
要

員
で

構
成

す
る

組

織
が

，
原

子
力

部
門

全
体

（
本

社
組

織
，

発
電

所
組

織
(協

力
会

社
を

含
む

)の

原
子

力
安

全
文

化
の

状
態

を
監

視
・
評

価
す

る
。


監

視
評

価
グ

ル
ー

プ
を

発
電

所
在

勤
と

す
る

こ
と

に
よ

り
，

「
現

場
・
現

物
・
現

実
」
の

三
現

主
義

で
の

監
視

・
評

価
業

務
遂

行
を

可
能

と
し

て
発

電
所

組
織

(協
力

会
社

を
含

む
)の

観
察

機
会

を
確

保
す

る
と

と
も

に
，

定
期

的
に

本
社

組
織

に
対

す
る

観

察
を

行
う
。


過

去
の

不
適

切
事

案
発

生
時

に
は

，
当

社
組

織
に

は
原

子
力

安
全

文
化

の
監

視
・
評

価
や

，
課

題
お

よ
び

劣
化

兆

候
を

把
握

す
る

た
め

の
十

分
な

機
能

を
持

つ
体

制
が

無
か

っ
た

。
そ

の
対

策
と

し
て

，
原

子
力

安
全

文
化

の
監

視
・
評

価
を

主
た

る
業

務
と

す
る

組
織

体
制

を
新

た
に

構
築

す
る

。

２
.

監
視

・
評

価
の

業

務
プ

ロ
セ

ス

本
社

組
織

お
よ

び
発

電
所

組
織

（
協

力
会

社
含

む
）
の

社
員

・
協

力
会

社
社

員
の

ふ
る

ま
い

を

観
察

し
、

そ
の

結
果

を
原

子
力

安
全

文
化

の
視

点
で

分
析

・
評

価
す

る
こ

と
に

よ
り

，
原

子
力

安

全
文

化
の

課
題

お
よ

び
劣

化
兆

候
を

早
期

に
把

握
す

る
と

と
も

に
，

そ
の

傾
向

を
継

続
的

に
監

視
し

て
改

善
を

促
す

。
 


監

視
評

価
グ

ル
ー

プ
が

，
評

価
対

象
組

織
の

所
掌

業
務

に
直

接
関

与
し

て
お

ら

ず
，

独
立

し
た

立
場

で
客

観
的

な
監

視
・
評

価
を

行
う

こ
と

に
よ

り
，

評
価

対
象

組

織
が

気
づ

い
て

い
な

い
問

題
点

や
原

子
力

安
全

文
化

の
課

題
お

よ
び

劣
化

兆
候

を
早

期
に

把
握

す
る

。


過

去
の

不
適

切
事

案
に

お
い

て
，

「
報

告
す

る
文

化
」
「
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

」
が

本
社

組
織

・
発

電
所

組
織

（
協

力

会
社

含
む

）
に

通
底

す
る

原
子

力
安

全
文

化
の

課
題

で
あ

っ
た

が
，

そ
の

課
題

や
劣

化
兆

候
を

実
際

の
ふ

る
ま

い
か

ら

把
握

す
る

た
め

の
具

体
的

プ
ロ

セ
ス

が
無

か
っ

た
。

そ
の

対

策
と

し
て

，
具

体
的

な
監

視
・
評

価
業

務
（
観

察
，

分
析

・

評
価

）
や

原
子

力
安

全
文

化
の

課
題

お
よ

び
劣

化
兆

候
を

判
断

す
る

た
め

の
基

準
等

を
明

確
に

し
た

プ
ロ

セ
ス

を
構

築

す
る

。

デ
ー

タ
収

集
 

行
動

観
察

 
作

業
観

察
：
現

場
作

業
等

で
の

社
員

・
協

力
会

社
社

員
の

ふ
る

ま
い

を
観

察
す

る
。

 


社

員
・
協

力
会

社
社

員
が

期
待

事
項

を
正

し
く
理

解
し

て
行

動
し

て
い

る
か

ど
う

か
，

そ
の

ふ
る

ま
い

や
現

場
状

況
か

ら
把

握
す

る
。

会
議

観
察

：
会

議
に

お
け

る
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

や
判

断
等

を

観
察

す
る

。
 


会

議
が

効
果

的
な

も
の

と
な

る
よ

う
な

議
論

や
参

加
者

の
態

度
が

あ
る

か
ど

う
か

を

把
握

す
る

。

文
書

レ
ビ

ュ
ー

 
文

書
・
デ

ー
タ

，
記

録
等

を
レ

ビ
ュ

ー
す

る
。

（
C

R
デ

ー
タ

等
）
 


会

議
に

お
け

る
判

断
や

意
思

決
定

，
不

適
合

情
報

へ
の

対
応

状
況

な
ど

か
ら

，
組

織
と

し
て

の
原

子
力

安
全

文
化

の
状

態
を

把
握

す
る

。

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

組
織

の
管

理
者

，
社

員
・
協

力
会

社
社

員
に

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

を

行
う
。

 


社

員
・
協

力
会

社
社

員
の

原
子

力
安

全
文

化
の

理
解

や
態

度
を

把
握

す
る

。

分
析

・
評

価
 

観
察

し
た

事
実

を
原

子
力

安
全

文
化

の
1
0

特
性

4
3

属
性

で
分

類
整

理
す

る
と

と
も

に
，

そ
の

状
態

と
傾

向
を

把
握

し
，

原

子
力

安
全

文
化

劣
化

の
リ

ス
ク

レ
ベ

ル
（
重

大
性

，
検

出
頻

度
等

）
を

評
価

し
て

，
課

題
お

よ
び

劣
化

兆
候

を
把

握
す

る
。

 


各

組
織

に
お

け
る

原
子

力
安

全
文

化
の

特
性

(強
み

，
弱

み
)や

そ
の

傾
向

を
監

視

す
る

こ
と

で
，

注
視

す
べ

き
特

性
や

課
題

・
劣

化
兆

候
を

早
期

に
把

握
す

る
。

３
.

改
善

を
促

す
方

法
監

視
・
評

価
の

結
果

を
現

場
の

当
事

者
，

各
組

織
の

長
，

ト
ッ
プ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
提

供
し

，
各

レ

ベ
ル

で
の

改
善

を
促

す
。

 


過

去
の

不
適

切
事

案
は

個
人

や
組

織
の

原
子

力
安

全
文

化
に

起
因

す
る

も
の

で
，

そ
れ

ら
の

再
発

防
止

対
策

は
原

子
力

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

の
活

動
の

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

と
し

て
各

組
織

の
日

常
業

務
に

定
着

し
て

き
て

い
る

。

監
視

・
評

価
の

結
果

を
新

た
な

イ
ン

プ
ッ
ト

と
し

て
追

加
す

る

こ
と

で
，

更
な

る
改

善
を

促
す

。

（
１

）
監

視
・
評

価
の

観
察

中
に

原
子

力
安

全
文

化
の

視
点

で
ギ

ャ
ッ
プ

の
あ

る
ふ

る
ま

い
を

確

認
し

た
場

合
，

当
事

者
に

対
し

て
そ

の
場

で
コ

ー
チ

ン
グ

を
行

う
。


不

適
切

な
原

子
力

安
全

文
化

の
ふ

る
ま

い
を

コ
ー

チ
ン

グ
に

よ
り

タ
イ

ム
リ
ー

に
是

正

す
る

と
と

も
に

，
個

々
人

の
原

子
力

安
全

文
化

の
意

識
の

改
善

を
促

す
。

（
２

）
監

視
・
評

価
結

果
を

部
所

長
に

提
供

す
る

。


各
組

織
に

具
体

的
な

観
察

結
果

に
基

づ
く
分

析
・
結

果
に

よ
り

原
子

力
安

全
文

化

の
課

題
や

劣
化

兆
候

を
認

識
さ

せ
，

原
子

力
安

全
文

化
の

改
善

活
動

を
促

す
。

（
３

）
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
へ

の
イ

ン
プ

ッ
ト

情
報

と
し

て
，

原
子

力
安

全
文

化
の

評
価

項
目

に

監
視

・
評

価
結

果
を

含
め

る
。


ト

ッ
プ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
確

度
の

高
い

原
子

力
安

全
文

化
の

状
態

の
評

価
を

提
供

し
，

原
子

力
部

門
全

体
の

原
子

力
安

全
文

化
の

状
態

を
認

識
さ

せ
，

ト
ッ
プ

マ
ネ

ジ

メ
ン

ト
の

責
任

に
お

い
て

そ
の

改
善

を
行

う
。


ト

ッ
プ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

が
監

視
・
評

価
機

能
の

低
下

や
活

動
の

停
滞

等
を

確
認

し
た

場
合

は
，

監
視

・
評

価
活

動
の

改
善

を
指

示
す

る
。
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第
６

表
 

原
子

力
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
体

制
の

一
元

化
前

後
比

較
 

変
更

前
 

変
更

後
 

変
更

内
容

・
理

由
 

体
制

 
原

子
力

強
化

プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
と

電
源

事
業

本
部

が
連

携
 

電
源

事
業

本
部

に
一

元
化

 

原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
 

強
化

グ
ル

ー
プ

※
１

 
 

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

１

担
当

１
 

統
括

：
電

源
事

業
本

部
長

 

総
括

業
務

：
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

品
質

保
証

）
 

統
括

：
電

源
事

業
本

部
長

 

総
括

業
務

：
電

源
事

業
本

部
部

長
（
原

子
力

安
全

監
理

）
 


組

織
名

称
を

変
更

す
る

。


原

子
力

品
質

保
証

グ
ル

ー
プ

は
，

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

１
名

，
副

長
１

名
，

担
当

４
名

で
品

質
保

証
活

動
の

総
括

業
務

を
担

当
し

て
お

り
，

原
子

力
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
体

制
一

元
化

に
伴

い
，

担

当
１

名
を

増
と

す
る

。

監
視

評
価

グ
ル

ー
プ

 

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

１

副
長

１
 

担
当

２
 

原
子

力
品

質
保

証
グ

ル
ー

プ
 

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

１

副
長

１
 

担
当

４
 

監
視

評
価

グ
ル

ー
プ

 

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

１

副
長

１
 

担
当

２
 

原
子

力
品

質
保

証
グ

ル
ー

プ
 

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

１

副
長

１
 

担
当

５
 

計
画

 

Ｐ
 

―
 

1
.

原
子

力
安

全
文

化
醸

成
活

動
方

針
策

定


マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
の

反
映


原

子
力

強
化

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

か
ら

の
有

識
者

会
議

お
よ

び
社

長
意

見
を

反

映
し

た
原

子
力

安
全

文
化

醸
成

施

策
（
点

検
不

備
問

題
の

原
子

力
安

全
文

化
に

関
す

る
課

題
へ

の
取

組

み
）
の

指
示

の
反

映

2
.

各
部

所
へ

原
子

力
安

全
文

化
醸

成
活

動

計
画

策
定

指
示

3
.

協
力

会
社

の
原

子
力

安
全

文
化

醸
成

活

動
計

画
取

り
ま

と
め

―
―

 

1
.

原
子

力
安

全
文

化
醸

成
活

動
方

針

策
定


マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
ア

ウ
ト

プ

ッ
ト

の
反

映


有

識
者

会
議

お
よ

び
社

長
意

見
を

反
映

し
た

原
子

力
安

全

文
化

醸
成

施
策

の
策

定

2
.

各
部

所
へ

原
子

力
安

全
文

化
醸

成

活
動

計
画

策
定

指
示

3
.

協
力

会
社

の
原

子
力

安
全

文
化

醸

成
活

動
計

画
取

り
ま

と
め

―
 

実
施

 

Ｄ
 

1
.

有
識

者
会

議
の

運
営

（
有

識

者
会

議
・
社

長
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

）
 

2
.

「
原

子
力

安
全

文
化

の
日

」

行
事

の
開

催
 

1
.

原
子

力
安

全
文

化
醸

成
方

針
に

基
づ

く
施

策
（
点

検
不

備
問

題
の

原
子

力
安

全
文

化

に
関

す
る

課
題

へ
の

取
組

み
含

む
）
の

実
施


職

場
話

し
合

い
研

修


行

動
基

準
の

策
定

・
実

践


役

員
と

社
員

の
意

見
交

換


安

全
文

化
講

演
会


業

務
点

検
活

動
 

等

2
.

監
視

・
評

価
活

動
（
観

察
）

※
２

―

1
.

有
識

者
会

議
の

運
営

（
有

識
者

会

議
・
社

長
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

）

2
.

監
視

・
評

価
活

動
（
観

察
）

1
.

原
子

力
安

全
文

化
醸

成
方

針
に

基

づ
く
施

策
の

実
施


職

場
話

し
合

い
研

修


行

動
基

準
の

策
定

・
実

践


役

員
と

社
員

の
意

見
交

換


安

全
文

化
講

演
会


業

務
点

検
活

動
 

等

2
.

「
原

子
力

安
全

文
化

の
日

」
行

事
の

開
催

 


有

識
者

会
議

の
運

営
（
有

識
者

会
議

・
社

長
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ

ン
）
と

「
原

子
力

安
全

文
化

の
日

」
行

事
の

開
催

を
，

電
源

事
業

本

部
（
監

視
評

価
グ

ル
ー

プ
）
に

引
き

継
ぐ

。
 


原

子
力

安
全

文
化

醸
成

方
針

に
基

づ
く
施

策
（
点

検
不

備
問

題
の

原
子

力
安

全
文

化
に

関
す

る
課

題
へ

の
取

組
み

）
は

，
電

源
事

業

本
部

の
業

務
と

し
て

実
施

す
る

。

評
価

 

Ｃ
 

1
.

原
子

力
安

全
文

化
醸

成
施

策
（
点

検
不

備
問

題
の

原
子

力
安

全
文

化
に

関
す

る
課

題

へ
の

取
組

み
）
の

実
効

性
評

価
 

1
.

自
己

評
価

の
実

施


各

部
所

，
協

力
会

社
の

個
別

活
動

の
実

施
状

況
・
評

価
結

果


社

員
・
協

力
会

社
社

員
の

意
識

調

査
の

実
施

・
分

析

2
.

監
視

・
評

価
活

動
（
分

析
・
評

価
）

※
２

―
 

1
.

監
視

・
評

価
活

動
（
分

析
・
評

価
）

1
.

自
己

評
価

の
実

施


原

子
力

安
全

文
化

醸
成

方

針
に

基
く
施

策
の

実
効

性
評

価
（
監

視
・
評

価
活

動
の

分

析
・
評

価
結

果
を

含
む

）
 


各

部
所

，
協

力
会

社
の

個
別

活
動

の
実

施
状

況
・
評

価
結

果


社

員
・
協

力
会

社
社

員
の

意

識
調

査
の

実
施

・
分

析


こ

れ
ま

で
に

定
着

し
た

「
点

検
不

備
問

題
の

原
子

力
安

全
文

化
に

関

す
る

課
題

へ
の

取
組

み
」
を

踏
ま

え
，

電
源

事
業

本
部

が
実

施
す

る

自
己

評
価

の
原

子
力

安
全

文
化

醸
成

施
策

の
実

効
性

評
価

と
し

て
引

き
継

ぐ
。

改
善

 

Ａ
 

1
.

有
識

者
会

議
お

よ
び

社
長

意

見
を

反
映

し
た

原
子

力
安

全

文
化

醸
成

施
策

（
点

検
不

備

問
題

の
原

子
力

安
全

文
化

に
関

す
る

課
題

へ
の

取
組

み
）

の
指

示
 

1
.

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

へ
の

イ
ン

プ
ッ
ト


原

子
力

安
全

文
化

醸
成

活
動

の
実

施
状

況


原

子
力

安
全

文
化

の
自

己
評

価
結

果
 

等

―
 

2
.

有
識

者
会

議
の

意
見

・
提

言
の

ま
と

め
1
.

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

へ
の

イ
ン

プ
ッ
ト


原

子
力

安
全

文
化

醸
成

活

動
の

実
施

状
況


原

子
力

安
全

文
化

の
自

己

評
価

結
果

（
監

視
・
評

価
結

果
を

含
む

）


有

識
者

会
議

の
意

見
・
提

言


こ

れ
ま

で
は

原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
か

ら
電

源
事

業
本

部
長

へ
有

識
者

会
議

の
意

見
提

言
お

よ
び

社
長

意
見

を
踏

ま
え

た
指

示
を

し
て

い
た

が
，

体
制

一
元

化
に

伴
い

、
電

源
事

業
本

部
長

が
有

識
者

会

議
の

意
見

提
言

お
よ

び
社

長
意

見
を

直
接

受
け

て
原

子
力

安
全

文

化
醸

成
活

動
方

針
へ

反
映

す
る

。


有

識
者

会
議

の
意

見
・
提

言
を

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

へ
の

イ
ン

プ
ッ
ト

情
報

と
す

る
。

※
１

 
専

任
者

の
み

記
載

※
２

 
試

行
と

し
て

実
施

【
凡

例
】
 

赤
字

下
線

：
変

更
箇

所
 

青
字

下
線

：
原

子
力

強
化

プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
か

ら
電

源
事

業
本

部
へ

引
継

ぐ
業

務
 

20



第
７

表
 
第

２
条

の
３

と
他

条
文

と
の

整
理

・
統

合
の

理
由

（
１

／
５

）
 

・
灰
色

網
掛

け
は
削

除
箇

所
を

示
す
。

・
黄
色

網
掛

け
は
追

加
箇

所
を

示
す
。

第
２
条
の
３
（
現
行
）
 

第
３
条
（
再
補
正
）
 

第
５
条
（
再
補
正
）
 

整
理
・

統
合

の
理
由
 

（
安
全

文
化

の
育
成

お
よ

び
維

持
）
 

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
）
 

（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
 

―
 

第
２
条

の
３

 
①
第

２
条

（
基

本
方
針

）
に

係
る

保
安
活

動
を

実
施
す
る
に
あ
た
り
，

②
原

子
力

安
全

を
最

優
先

に
位

置
付

け
た
保

安
活

動
と

す
る
た

め
に

以
下

の
健
全

な
安

全
文

化
を
育

成
し

，
お
よ

び
維

持
す

る
活
動

を
行

う
。
 

第
３
条
 

①
第
２
条
に
係
る
保
安
活
動
の
た
め
の
品
質
保
証
活
動
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
，

以
下
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
を
定
め
る
。
 

４
．
１
 品

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
要
求
事
項
 

（
５
）

②
組
織
は
，
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
お
よ
び
維
持
す
る
。
こ
れ
は
，
技
術
的
，

人
的
，
組
織
的
な
要
因
の
相
互
作
用
を
適
切
に
考
慮
し
て
，
効
果
的
な
取
組
を
通
じ

て
，
次
の
状
態
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

以
下
の
と
お
り
，
第
３
条
に
お

い
て
，
同
じ

意
図

の
記
載

が
あ

る
こ

と
か
ら
，
第
２
条
の
３
の
記
載

は
不
要

と
判

断
す

る
。
 

・「
①

第
２

条
（

基
本

方
針

）
に

係
る

保
安

活
動

を
実

施
す

る
に

あ
た

り
」
に
つ
い
て
は
，
第
３
条
に

同
じ
意

図
の

記
載

が
あ
る

。
 

・「
③

原
子

力
安

全
を

最
優

先
に

位
置

付
け

た
保

安
活

動
と

す
る

た
め

に
以

下
の

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成
し

，
お

よ
び
維

持
す

る
活

動
を

行
う

」
こ

と
に

つ
い

て
は

，
第

３
条
４

．
１

に
同
じ

意
図

の
記

載
が

あ
る
。
 

（
１
）
社
長

は
，

①
健

全
な
安

全
文
化

を
育

成
し

，
お
よ

び
維

持
す

る
こ
と
を
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
す

る
と

と
も
に

②
健

全
な

安
全
文

化
を

育
成

し
，お

よ
び

維
持
す
る
活
動
が
行
わ

れ
る
体

制
を

確
実
に

す
る

。
ま

た
，

③
必

要
な
場

合
は
，
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
の
内
容
を

見
直
す

。
 

５
．
経

営
責

任
者
等

の
責
任
 

５
．
１

 
経
営
責
任

者
の
原
子
力
の
安
全
の
た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
 

②
社
長
は
，
原
子
力
の
安
全
の
た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
，
責
任
を
持
っ
て
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
を

確
立
さ

せ
，

実
施

さ
せ

る
と

と
も

に
，

そ
の

実
効

性
を

維

持
し
て
い
る
こ
と
を
，
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
す
る
。
 

（
１
）

①
品
質
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

（
３
）

②
要
員
が
，
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
す
る
こ
と
に
貢
献
で
き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
（

要
員
が

健
全

な
安

全
文
化

を
育

成
し

，
維

持
す

る
取

組
に

参
画

で
き
る
環
境
を
整
え
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
）
。
 

５
．
３
 
品
質
方
針
 

③
社
長
は
，
品
質
方
針
（
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お

よ
び

維
持

す
る

こ
と

に
関

す

る
も
の

（
こ

の
場
合

に
お

い
て

，
技
術

的
，

人
的

お
よ

び
組

織
的

要
因

な
ら

び
に

そ
れ

ら

の
間
の

相
互

作
用
が

原
子

力
の

安
全
に

対
し

て
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
で

あ
る

こ
と

を
考

慮

し
，
組

織
全

体
の
安

全
文

化
の

あ
る
べ

き
姿

を
目

指
し

て
設

定
し

て
い

る
こ

と
。

）
を

含

む
。
）
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
し
て
い
る
よ
う
に
す
る
。
 

（
５
） ③

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
継
続
的
な
改
善
に
社
長
が
責
任
を
持
っ
て
関
与

す
る
こ
と
。
 

（
１

）
社

長
は

，
発

電
所

に
お

け
る

保
安

活
動

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

構
築

，
実

施
，
維
持

お
よ

び
改

善
を
統

括
す

る
。
保

安
に

関
す

る
組

織
（
発

電
用

原
子

炉
主
任
技
術
者
（
以
下
「
原
子
炉
主
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
か
ら
報
告

を
受

け
た

場
合

，
「

ト
ラ

ブ
ル

等
の

報
告

に
関

す
る

社
長

対
応

指
針

」
に

基
づ

き
原

子
力

安
全

を
最

優
先

し
必

要
な

指
示

を
行

う
。

ま
た

，
第

２
条

の
２

（
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
）

お
よ

び
第

２
条

の
３

（
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
）

に
関

す
る

活
動

と
し

て
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

を
確

実
に

行
う

こ
と

な
ら
び

に
①
②
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
す
る
こ
と
を
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト

す
る

と
と

も
に

，
こ

れ
ら

の
活

動
が

行
わ

れ
る

体
制

（
第

三
者

の
視

点
か

ら
健

全
な

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

活
動

に
対

す
る

提
言

を
受

け
る

た
め

，
社

外
有

識
者
を
中
心
と
し
た
「
原
子
力
安
全
文
化
有
識
者
会
議
」
（
以
下
「
有
識
者
会
議
」
と

い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
確
実
に
す
る
。

以
下
の

と
お

り
，
第
３
条
お
よ

び
第
５

条
に

お
い

て
，
同

じ
意

図
の

記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
第
２

条
の
３

の
記

載
は

不
要
と

判
断

す
る
。
 

・「
①

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

し
，

お
よ

び
維

持
す

る
こ

と
を

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
す

る
」

こ
と

に
つ

い
て
は

，
第

５
条
（

１
）

に
同

じ
意

図
の
記
載
が
あ
る
。
 

・「
②

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

し
，

お
よ

び
維

持
す

る
活

動
が

行
わ

れ
る

体
制

を
確

実
に

す
る

」
こ

と
に
つ

い
て

は
，
第

３
条

５
．

１
に

同
じ
意
図
の
記
載
が
あ
る
。
 

・「
③
必

要
な

場
合

は
，
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト

の
内

容
を
見

直
す

」
こ
と
に

つ
い
て
は
，
第
３
条
５
．
３
に

同
じ
意

図
の

記
載

が
あ
る

。
 

な
お
，
第
５
条
（
１
）
の
「

第
２
条
の

２
（
関
係

法
令
お

よ
び

保
安

規
定
の

遵
守

）
お
よ
び
第
２
条

の
３
（

安
全

文
化

の
育
成

お
よ

び
維

持
）

に
関
す

る
活

動
と
し

て
，」

は
，
記
載

の
適

正
化

の
た
め

削
除

す
る

。
 

（
２

）
社
長

は
，

①
第

三
者

の
視

点
か
ら

健
全

な
安

全
文
化

の
育

成
お
よ
び
維
持
活
動
に
対

す
る

提
言

を
受

け
る

た
め

，
社

外
有
識

者
を

中
心

と
し
た

「
原

子
力

安
全
文

化
有

識

者
会
議

」（
以
下
「

有
識
者
会
議
」
と
い
う
。）

を
設
置

す
る

。
ま
た
，

②
健
全
な
安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

等
に

関
す
る

課
題

へ
の

対
応
業

務
を

分
掌

す
る
「

原
子

力

強
化
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

」
を
設

置
す
る

。「
原

子
力

強
化
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
の
業
務
分
掌
，

職
位
お

よ
び

職
務
権

限
を

「
組

織
規
程

」
に

定
め

る
。
 

（
１

）
社

長
は

，
発

電
所

に
お

け
る

保
安

活
動

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

構
築

，
実

施
，
維
持

お
よ

び
改

善
を
統

括
す

る
。
保

安
に

関
す

る
組

織
（
発

電
用

原
子

炉
主
任
技
術
者
（
以
下
「
原
子
炉
主
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
か
ら
報
告

を
受

け
た

場
合

，
「

ト
ラ

ブ
ル

等
の

報
告

に
関

す
る

社
長

対
応

指
針

」
に

基
づ

き
原

子
力

安
全

を
最

優
先

し
必

要
な

指
示

を
行

う
。

ま
た

，
第

２
条

の
２

（
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
）

お
よ

び
第

２
条

の
３

（
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
）

に
関

す
る

活
動

と
し

て
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

を
確

実
に

行
う

こ
と

な
ら

び
に

 
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
お

よ
び

維
持

す
る

こ
と

を
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト
す
る
と
と
も
に
，
こ
れ
ら
の
活
動
が
行
わ
れ
る
体
制
（

①
第

三
者

の
視

点
か

ら
健

全
な

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

活
動

に
対

す
る

提
言

を
受

け
る

た
め

，
社

外
有

識
者
を
中
心
と
し
た
「
原
子
力
安
全
文
化
有
識
者
会
議
」
（
以
下
「
有
識
者
会
議
」
と

い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
確
実
に
す
る
。
 

以
下

の
と

お
り

，
第

５
条

に
同

じ
意

図
の

記
載

を
追

加
す

る
こ

と

で
，
第

２
条

の
３
の
記
載
は
不

要
と
判

断
す

る
。
 

・「
①

第
三

者
の

視
点

か
ら

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
に
対
す
る
提
言
を
受
け
る
た

め
，社

外
有

識
者

を
中
心

と
し

た「
原

子
力

安
全

文
化

有
識

者
会

議
」（

以
下

「
有

識
者
会

議
」

と
い

う
。）

を
設

置
す

る
」

こ
と

に
つ

い
て

は
，
第

５
条

に
同
じ

意
図

の
記

載
を

追
加
す

る
。
 

・「
②

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
等

に
関

す
る

課
題

へ
の

対
応

業
務

を
分

掌
す

る
『

原
子

力
強
化

プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
』

を
設

置
す

る
。『

原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
』
の

業
務

分
掌

，
職

位
お

よ
び

職

務
権

限
を

『
組

織
規

程
』

に
定

め
る
」

に
つ

い
て
は

，
原

子
力

強
化

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
廃
止
す
る
こ

と
か
ら

，
記

載
は

不
要
と

な
る

。
 

な
お
，
第
５
条
（
１
）
の
「

第
２
条
の

２
（
関
係

法
令
お

よ
び

保
安

規
定
の

遵
守

）
お
よ
び
第
２
条

の
３
（

安
全

文
化

の
育
成

お
よ

び
維

持
）

に
関
す

る
活

動
と
し

て
，」

は
，
記
載

の
適

正
化

の
た
め

削
除

す
る

。
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第
７

表
 
第

２
条

の
３

と
他

条
文

と
の

整
理

・
統

合
の

理
由

（
２

／
５

）
 

・
灰
色

網
掛

け
は
削

除
箇

所
を

示
す
。

・
黄
色

網
掛

け
は
追

加
箇

所
を

示
す
。

第
２
条
の
３
（
現
行
）
 

第
３
条
（
再
補
正
）
 

第
５
条
（
再
補
正
）
 

整
理
・

統
合

の
理
由
 

（
３

）
①
電
源
事
業

本
部

長
は

，「
原

子
力

安
全

文
化
醸

成
基

本
要

領
」
を
定
め
，

②
健
全
な

安
全
文

化
の

育
成
お

よ
び

維
持

を
推
進

す
る

た
め

の
活
動

を
統
括
す
る
。
 

４
．
２

 
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
の

文
書
化
 

４
．
２
．
１
 
一
般
 

組
織
は
，

①
保
安
活
動
の
重
要
度
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
文
書
を
作
成
し
，
当
該
文
書
に

規
定
す
る
事
項
を
実
施
す
る
。
 

（
３
） ①

実
効
性
の
あ
る
プ
ロ
セ
ス
の
計
画
的
な
実
施
お
よ
び
管
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
，
組
織
が
必
要
と
決
定
し
た
文
書
 

こ
の
う
ち
，
二
次
文
書
を
以
下
の
表
に
示
す
。
 

関
連

条

項
・
項
目
 

実
施
部
門
 

監
査
部
門
 

一
次
文
書
名
 

二
次
文
書
名

（
関
連
条
文
）
 

制
定
者
 

一
次
文
書
名
 

二
次
文
書
名

（
関
連
条
文
）
 

制
定
者
 

7.
1 

個
別
業

務
に
必

要
な
プ

ロ
セ
ス

の
計
画
 

（
つ
づ

き
）
 

原
子
力

品
質
保

証
規
程
 

原
子
力

品
質
保

証
細
則
 

①
原
子
力
安
全

文
化
育
成
・
維

持
基
本
要
領

（
第
2条

の
2，

第
2条

の
3第

3条
）
 

電
源
事
業

本
部
長
 

原
子

力
品

質
保

証
規

程
 

原
子

力
安

全
管

理
監

査
細

則
 

原
子
力
安
全

管
理
監
査
要

領
（
第
2条

の

2，
第
2条

の
3

第
3条

）
 

内
部
監
査

部
門
部
長

（
原
子
力

監
査
）
 

５
．
５

．
２

 
品
質

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
管
理
責
任
者
 

（
１
）

②
社
長
は
，
電
源
事
業
本
部
長
を
組
織
（
内
部
監
査
部
門
を
除
く
。
）
の
品
質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

管
理
責

任
者

と
し

て
，
内

部
監

査
部

門
長

を
内

部
監

査
部

門
の

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
管
理
責
任
者
と
し
て
任
命
す
る
。
 

（
２
）

②
社
長
は
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
管
理
責
任
者
に
，
次
に
掲
げ
る
業
務
に

係
る
責
任
お
よ
び
権
限
を
与
え
る
。
 

ａ
．
プ
ロ
セ
ス
が
確
立
さ
れ
，
実
施
さ
れ
る
と
と

も
に
，
そ

の
実

効
性

が
維

持
さ

れ

て
い
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

ｂ
．
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
お
よ
び
そ
の
改
善
の
必
要
性
に
つ

い
て
，
社
長
に
報
告
す
る
こ
と
。
 

ｃ
．

②
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持

す
る

こ
と

に
よ

り
，

原
子

力
の

安
全
の
確
保
に
つ
い
て
の
認
識
が
向
上
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

ｄ
．
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
電
源
事
業
本
部
長
は
，
品
質
保
証
活
動
（
独
立
監
査
業
務
を
除
く
。
）
の
実
施
に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
具

体
的

活
動

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
第

２
条

の
２

（
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
）

お
よ

び
第

２
条

の
３

（
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
）

に
関

す
る

活
動
と

し
て

，
保
安

に
関

す
る

組
織
（

内
部
監

査
部

門
を

除
く

。
）
に
お
け

る
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
の

活
動

な
ら

び
に

②
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
お

よ
び

維
持

を
推

進
す

る
た

め
の

活
動

（
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
お

よ
び

維
持

す
る

活
動

の
実

施
状

況
お

よ
び

実
効

性
評

価
な

ら
び

に
次

年
度

の
活

動
計

画
を

適
宜

有
識

者
会

議
に

報
告

し
，

提
言

を
受

け
る

こ
と

を
含

む
。

）
を

統
括
す

る
。

（
３

）
内

部
監

査
部

門
長

は
，

独
立

監
査

業
務

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に
お

け
る

監
査

業
務

を
統

括
す

る
。
ま
た

，
第
２
条

の
２
（

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規
定

の
遵

守
）
お

よ
び

第
２

条
の

３
（

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

）
に

関
す

る
活

動
と

し
て

，
内

部
監

査
部

門
に

お
け

る
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
の

活
動

な
ら

び
に

②
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
お

よ
び

維
持

を
推

進
す

る
た

め
の

活
動

を
統

括
す

る
。
 

以
下
の

と
お

り
，
第
３
条
お
よ

び
第
５

条
に

お
い

て
，
同

じ
意

図
の

記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
第
２

条
の
３

の
記

載
は

不
要
と

判
断

す
る
。
 

・「
①
電

源
事

業
本

部
長

は
，『

原
子

力
安

全
文

化
醸
成

基
本

要
領

』
を

定
め

」
る

こ
と

に
つ

い
て

は
，

第
３
条

４
．

２
．
１

（
３

）
の

表
に

同
じ
意
図
の
記
載
が
あ
る
。
 

・「
②

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
を

推
進

す
る

た
め

の
活

動
を

統
括

す
る

」
こ

と
に

つ
い

て
は
，

第
３

条
５
．

５
．

２
お

よ
び

第
５
条
（
２
）
お
よ
び
（
３
）

に
同
じ

意
図

の
記

載
が
あ

る
。
 

な
お
，
第
３
条
４
．
２
．
１
（
３
）
の

表
の
「

第
２

条
の

３
」
の

記

載
は
「
第
３
条
」
に
適
正
化
す

る
。
 

ま
た
，
第
５
条
（
２
）
お
よ

び
（
３
）
の
「

第
２

条
の
２
（

関
係

法

令
お
よ

び
保

安
規
定

の
遵

守
）
お

よ
び

第
２

条
の

３
（
安

全
文

化
の

育

成
お
よ

び
維

持
）
に

関
す

る
活
動
と
し

て
，」

は
，
記
載
の

適
正

化
の

た

め
削
除

す
る

。
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第
７

表
 
第

２
条

の
３

と
他

条
文

と
の

整
理

・
統

合
の

理
由

（
３

／
５

）
 

・
灰
色

網
掛

け
は
削

除
箇

所
を

示
す
。

・
黄
色

網
掛

け
は
追

加
箇

所
を

示
す
。

第
２
条
の
３
（
現
行
）
 

第
３
条
（
再
補
正
）
 

第
５
条
（
再
補
正
）
 

整
理
・

統
合

の
理
由
 

（
４

）
①
原

子
力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

長
は

，
健

全
な
安

全
文

化
の

育
成
お
よ
び
維
持
に
関

す
る
課

題
へ

の
対
応

業
務

を
統

括
す
る

。
ま

た
，

②
「
原
子
力
安
全
文
化
有
識
者
会
議

運
営

要
領

」
を

定
め

，
有

識
者

会
議
か

ら
健

全
な

安
全
文

化
の

育
成

お
よ
び

維
持

活

動
に
対

す
る

提
言
を

受
け

る
。
 

（
２
）
電
源

事
業
本

部
長
は
，
品
質
保

証
活

動
（
独
立
監
査
業
務
を
除
く
。
）
の
実
施
に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
具

体
的

活
動

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
第

２
条

の
２

（
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
）

お
よ

び
第

２
条

の
３

（
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
）

に
関

す
る

活
動
と

し
て

，
保
安

に
関

す
る

組
織
（

内
部
監

査
部

門
を

除
く

。
）
に
お
け

る
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
の

活
動

な
ら

び
に

①
健

全
な

安
全

文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
を
推
進
す
る
た
め
の
活
動
（

②
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
お

よ
び

維
持

す
る

活
動

の
実

施
状

況
お

よ
び

実
効

性
評

価
な

ら
び

に
次

年
度

の
活

動
計

画
を

適
宜

有
識

者
会

議
に

報
告

し
，

提
言

を
受

け
る

こ
と

を
含

む
。

）
を

統
括
す

る
。
 

以
下

の
と

お
り

，
第

５
条

に
同

じ
意

図
の

記
載

を
追

加
す

る
こ

と

で
，
第

２
条
の
３
の
記
載
は
不

要
と
判

断
す

る
。
 

・「
①

原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
に

関
す

る
課

題
へ

の
対
応

業
務

を
統
括

す
る

」
こ

と
に

つ
い
て

は
，
第

５
条
（

２
）
に

同
じ
意

図
の

記
載

が
あ
る

。
た
だ

し
，

原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

廃
止
す

る
こ

と
か
ら

，
電

源
事

業
本

部
長
の
職
務
と
し
て
一
元
化
す

る
。
 

・「
②
『
原
子
力
安
全
文
化
有
識

者
会
議

運
営

要
領

』
を
定

め
，
有
識

者

会
議

か
ら

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成
お

よ
び

維
持
活

動
に

対
す

る
提

言
を

受
け

る
」

こ
と

に
つ

い
て

は
，
第

５
条

（
２
）

に
同

じ
意

図
の

記
載
を

追
加

す
る
。
た

だ
し
，「

原
子
力

安
全

文
化

有
識
者

会
議

」
の

運
営
に

係
る

手
順
は

，「
原

子
力
安
全

文
化

育
成

・
維
持

基
本

要
領

」

の
下
位
文
書
に
含
め
る
。
 

な
お
，
第
５
条
（
２
）
の
「

第
２
条
の

２
（
関
係

法
令
お

よ
び

保
安

規
定
の

遵
守

）
お
よ
び
第
２
条

の
３
（

安
全

文
化

の
育
成

お
よ

び
維

持
）

に
関
す

る
活

動
と
し

て
，」

は
，
記
載

の
適

正
化

の
た
め

削
除

す
る

。
 

（
５

）
①
原

子
力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

長
は

，
健

全
な
安

全
文

化
の

育
成
お
よ
び
維
持
に
関

す
る
課

題
へ

の
対
応

状
況

を
適

宜
有
識

者
会

議
に

報
告
し

，
提
言
を
受
け
る
。

②
有
識

者
会

議
か

ら
の

提
言

を
社

長
へ

報
告
し

，
社

長
の

意
見
を

踏
ま

え
て

部
所
長

（
第

５

条
（

保
安

に
関

す
る

職
務

）
第

３
項
か

ら
第

１
１

項
に
定

め
る

職
位

）
へ
健

全
な

安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
に

反
映

す
る

こ
と

を
指

示
す

る
と

と
も

に
③
電

源

事
業
本

部
長

へ
指
示

の
内

容
を

通
知
す

る
。
 

５
．
６

．
２

 
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

レ
ビ
ュ

ー
に

用
い
る
情
報
 

②
組
織
は
，
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
，
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
情
報
を
報

告
す
る
。
 

（
６
）

②
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
の
状
況
（
内
部
監
査
に
よ
る
安
全
文
化
の

育
成

お
よ

び
維

持
の

取
組
状

況
に

係
る

評
価
の

結
果

な
ら

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

文
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の
あ

る
分

野
お

よ
び
強

化
す

べ
き

分
野

に
係

る
自

己
評

価
の

結
果
を
含
む
。
）
 

５
．
６
．
３
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
を
受
け
て
行
う
措
置
 

（
１
）

②
組
織
は
，
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
を
受
け
て
，
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
 

ｄ
．

②
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
に
関
す
る
改
善
（
安
全
文
化
に
つ
い
て
の

弱
点
の
あ

る
分
野
お

よ
び
強

化
す
べ
き

分
野
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

お
け

る
改

善

策
の
検
討
を
含
む
。）

 

（
３
）

②
組
織
は
，（

１
）
の
決
定
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
，
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

（
２
）
電
源

事
業
本

部
長
は
，
品
質
保

証
活

動
（
独
立
監
査
業
務
を
除
く
。
）
の
実
施
に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
具

体
的

活
動

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
第

２
条

の
２

（
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
）

お
よ

び
第

２
条

の
３

（
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
）

に
関

す
る

活
動
と

し
て

，
保
安

に
関

す
る

組
織
（

内
部
監

査
部

門
を

除
く

。
）
に
お
け

る
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
の

活
動

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
を
推
進
す
る
た
め
の
活
動
（

①
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成

し
，

お
よ

び
維

持
す

る
活

動
の

実
施

状
況

お
よ

び
実

効
性

評
価

な
ら

び
に

次
年

度
の

活
動

計
画

を
適

宜
有

識
者

会
議

に
報

告
し

，
提

言
を

受
け

る
こ

と
を

含
む

。
）

を
統

括
す
る

。
 

以
下
の
と
お
り
，
第
３
条
に
記

載
の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ
ビ

ュ
ー

の
仕

組
み

に
よ

っ
て

実
施

す
る

こ
と

お
よ

び
第

５
条

に
同

じ
意

図
の

記
載

を
追
加
す
る
こ
と
で
，
第
２
条

の
３
の

記
載

は
不

要
と
判

断
す

る
。
 

・「
①

原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
に

関
す

る
課

題
へ

の
対
応

状
況

を
適
宜

有
識

者
会

議
に

報
告

し
，

提
言

を
受

け
る

」
こ

と
に
つ

い
て

は
，
第

５
条

（
２

）
に

同
じ
意
図
の
記
載
を
追
加
す
る

。
 

・「
②

有
識

者
会

議
か

ら
の

提
言

を
社

長
へ

報
告

し
，

社
長

の
意

見
を

踏
ま

え
て

部
所

長
（

第
５

条
（

保
安
に

関
す

る
職
務

）
第

３
項

か
ら

第
１

１
項

に
定

め
る

職
位

）
へ

健
全
な

安
全

文
化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
に

反
映

す
る

こ
と

を
指

示
す
る

」
こ

と
に
つ

い
て

は
，

第
３

条
５

．
６

．
２

お
よ

び
５

．
６

．
３
に

記
載

の
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー
の
仕
組
み
に
よ
っ
て
包
含

し
て
実

施
で

き
る

。
 

・「
③

電
源

事
業

本
部

長
へ

指
示

の
内

容
を

通
知

す
る

」
こ

と
に

つ
い

て
は

，
原

子
力

強
化

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
は

廃
止

す
る
こ

と
か

ら
，

記
載

は
不
要

と
な

る
。
 

な
お
，
第
５
条
（
２
）
の
「

第
２
条
の

２
（
関
係

法
令
お

よ
び

保
安

規
定
の

遵
守

）
お
よ
び
第
２
条

の
３
（

安
全

文
化

の
育
成

お
よ

び
維

持
）

に
関
す

る
活

動
と
し

て
，」

は
，
記
載

の
適

正
化

の
た
め

削
除

す
る

。
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第
７

表
 
第

２
条

の
３

と
他

条
文

と
の

整
理

・
統

合
の

理
由

（
４

／
５

）
 

・
灰
色

網
掛

け
は
削

除
箇

所
を

示
す
。

・
黄
色

網
掛

け
は
追

加
箇

所
を

示
す
。

第
２
条
の
３
（
現
行
）
 

第
３
条
（
再
補
正
）
 

第
５
条
（
再
補
正
）
 

整
理
・

統
合

の
理
由
 

（
６
）
原
子

力
強
化

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
長

は
，

①
健

全
な
安

全
文

化
の

育
成
お
よ
び
維
持
に
関

す
る

課
題

へ
の

対
応

の
有

効
性

評
価
を

行
い

，
評

価
結
果

を
踏

ま
え

た
次
年

度
の

活

動
計
画

に
つ

い
て
有

識
者

会
議

へ
報
告

し
て

提
言

を
受
け

， ②
有
識
者
会
議
か
ら
の
提

言
を
踏

ま
え

社
長
へ

報
告

す
る

。 ③
社
長

の
意

見
を

踏
ま
え

た
次
年
度
の
活
動
計
画
に

つ
い
て

電
源

事
業
本

部
長

へ
指

示
す
る

。
 

５
．
６

．
２

 
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

レ
ビ
ュ

ー
に
用
い
る
情
報
 

②
組
織
は
，
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
，
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
情
報
を
報

告
す
る
。
 

（
６
）

②
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
の
状
況
（
内
部
監
査
に
よ
る
安
全
文
化
の

育
成

お
よ

び
維

持
の

取
組
状

況
に

係
る

評
価
の

結
果

な
ら

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

文
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の
あ

る
分

野
お

よ
び
強

化
す

べ
き

分
野

に
係

る
自

己
評

価
の

結
果
を
含
む
。
）
 

５
．
６
．
３
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
を
受
け
て
行
う
措
置
 

（
１
）

③
組
織
は
，
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
を
受
け
て
，
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
 

ｄ
．

③
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
に
関
す
る
改
善
（
安
全
文
化
に
つ
い
て
の

弱
点
の
あ

る
分
野
お

よ
び
強

化
す
べ
き

分
野
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

お
け

る
改

善

策
の
検
討
を
含
む
。）

 

（
３
）

③
組
織
は
，（

１
）
の
決
定
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
，
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

（
２
）
電
源

事
業
本

部
長
は
，
品
質
保

証
活

動
（
独
立
監
査
業
務
を
除
く
。
）
の
実
施
に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
具

体
的

活
動

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
第

２
条

の
２

（
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
）

お
よ

び
第

２
条

の
３

（
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
）

に
関

す
る

活
動
と

し
て

，
保
安

に
関

す
る

組
織
（

内
部
監

査
部

門
を

除
く

。
）
に
お
け

る
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め
の

活
動

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
を
推
進
す
る
た
め
の
活
動
（

①
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成

し
，

お
よ

び
維

持
す

る
活

動
の

実
施

状
況

お
よ

び
実

効
性

評
価

な
ら

び
に

次
年

度
の

活
動

計
画

を
適

宜
有

識
者

会
議

に
報

告
し

，
提

言
を

受
け

る
こ

と
を

含
む

。
）

を
統

括
す
る

。
 

以
下
の
と
お
り
，
第
５
条
に
同

じ
意
図

の
記

載
を

追
加
す

る
こ

と
お

よ
び
第
３
条
に
同
じ
意
図
の
記

載
が
あ

る
こ

と
か

ら
，
第

２
条

の
３

の

記
載
は
不
要
と
判
断
す
る
。
 

・「
①

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
に

関
す

る
課

題
へ

の
対

応
の

有
効

性
評

価
を

行
い

，
評

価
結
果

を
踏

ま
え
た

次
年

度
の

活
動

計
画

に
つ

い
て

有
識

者
会

議
へ

報
告
し

て
提

言
を
受

け
」

る
こ

と
に

つ
い
て
は
，
第
５
条
（
２
）
に

同
じ
意

図
の

記
載

を
追
加

す
る

。
 

・「
②

有
識

者
会

議
か

ら
の

提
言

を
踏

ま
え

社
長

へ
報

告
す

る
」

こ
と

に
つ
い
て
は
，
第
３
条
５
．
６

．
２
に

同
じ

意
図

の
記
載

が
あ

る
。
 

・「
③

社
長

の
意

見
を

踏
ま

え
た

次
年

度
の

活
動

計
画

に
つ

い
て

電
源

事
業

本
部

長
へ

指
示

す
る

」
こ

と
に
つ

い
て

は
，
第

３
条

５
．

６
．

３
に
同
じ
意
図
の
記
載
が
あ
る

。
 

（
７
）

①
第
４

条
（

保
安
に

関
す

る
組

織
）
に

定
め

る
組

織
は
，
社
長
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

を
受
け

，「
原

子
力

安
全

文
化

醸
成
基

本
要

領
」
に

基
づ

き
健

全
な
安
全
文
化
の
育
成

お
よ

び
維

持
の

た
め

の
活

動
計

画
を
年

度
毎

に
策

定
し
，

活
動

計
画

に
基
づ

き
活

動

を
実
施

し
，

評
価
を

行
う

。
 

５
．
５
．
３
 
管
理
者
 

（
１
）

①
社
長
は
，
次
に
掲
げ
る
業
務
を
管
理
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
（
第
４
条
（
保
安

に
関
す
る
組
織
）
に
定
め
る
組
織
を
構
成
す
る
個
々
の
部
門
の
長
を
い
う
。
以
下
「
管

理
者
」
と
い
う
。
）
に
，
当
該
管
理
者
が
管
理
監
督
す
る
業
務
に
係
る
責
任
お
よ
び
権

限
を
与
え
る
。
 

な
お
，
管
理
者
に
代
わ
り
，
個
別
業
務
の
プ
ロ
セ
ス
を
管
理
す
る
責
任
者
を
置
い

て
，
そ
の
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
当
該
責
任
者

の
責
任
お
よ
び
権
限
は
，
文
書
で
明
確
に
定
め
る
。
 

ｃ
．

①
個
別
業
務
の
実
施
状
況
に
関
す
る
評
価
を
行
う
こ
と
。
 

ｄ
．

①
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持
す
る
こ
と
。
 

（
２
）

①
管
理
者
は
，
（
１
）
の
責
任
お
よ
び
権
限
の
範
囲
に
お
い
て
，
原
子
力
の
安
全
の

た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
，
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
実
に
実
施
す
る
。
 

ａ
．

①
品
質
目
標
を
設
定
し
，
そ
の
目
標
の
達
成
状

況
を

確
認

す
る

た
め

，
業

務
の

実
施
状
況
を
監
視
測
定
す
る
こ
と
。
 

（
３
）

①
管
理
者
は
，
管
理
監
督
す
る
業
務
に
関
す
る
自
己
評
価
（
安
全
文
化
に
つ
い
て
の

弱
点

の
あ

る
分

野
お

よ
び
強

化
す

べ
き

分
野
に

係
る

も
の

を
含

む
。

）
を

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
間

隔
（
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効
性

の
維

持
お

よ
び

継
続

的
な

改
善

の
た

め
に
保

安
活

動
と

し
て
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

課
題

な
ら

び
に

当
該

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
の

変
更
を

考
慮

に
入

れ
て

設
定

さ
れ

た
間

隔
を

い
う
。
）
で
行
う
。
 

以
下
の

と
お

り
，
第

３
条
に
同

じ
意
図

の
記

載
が

あ
る
こ

と
か

ら
，

第
２
条
の
３
の
記
載
は
不
要
と

判
断
す

る
。
 

・「
①
第
４
条
（
保
安
に
関
す
る

組
織
）
に
定

め
る

組
織
は

，
社

長
の

コ

ミ
ッ
ト

メ
ン

ト
を
受

け
，「

原
子
力

安
全

文
化

醸
成

基
本
要

領
」
に
基

づ
き

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ
び

維
持

の
た
め

の
活

動
計

画
を

年
度

毎
に

策
定

し
，

活
動

計
画

に
基
づ

き
活

動
を
実

施
し

，
評

価
を

行
う

」
こ

と
に

つ
い

て
は

，
第

３
条
５

．
５

．
３
に

同
じ

意
図

の
記

載
が
あ

る
。
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第
７

表
 
第

２
条

の
３

と
他

条
文

と
の

整
理

・
統

合
の

理
由

（
５

／
５

）
 

・
灰
色

網
掛

け
は
削

除
箇

所
を

示
す
。

・
黄
色

網
掛

け
は
追

加
箇

所
を

示
す
。

第
２
条
の
３
（
現
行
）
 

第
３
条
（
再
補
正
）
 

第
５
条
（
再
補
正
）
 

整
理
・

統
合

の
理
由
 

（
８
）

①
電

源
事
業

本
部

長
は

，
活
動

の
実

施
状

況
お
よ

び
そ

の
評

価
結
果
を
ま
と
め
，
社

長
へ
報

告
し
，
指
示

を
受

け
，

②
（
６
）
の
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
か
ら
の
指
示

を
含
め

③
活

動
計
画

へ
反

映
す

る
。
 

５
．
６
．
２
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
に
用
い
る
情
報
 

①
組
織
は
，
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
，
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
情
報
を
報

告
す
る
。
 

（
６
）

①
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
の
状
況
（
内
部
監
査
に
よ
る
安
全
文
化
の

育
成

お
よ

び
維

持
の

取
組
状

況
に

係
る

評
価
の

結
果

な
ら

び
に

管
理

者
に

よ
る

安
全

文
化

に
つ

い
て

の
弱

点
の
あ

る
分

野
お

よ
び
強

化
す

べ
き

分
野

に
係

る
自

己
評

価
の

結
果
を
含
む
。
）
 

５
．
６
．
３
 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
を
受
け
て
行
う
措
置
 

（
１
）

③
組
織
は
，
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
を
受
け
て
，
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
 

ｄ
．

③
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
に
関
す
る
改
善
（
安
全
文
化
に
つ
い
て
の

弱
点
の
あ

る
分
野
お

よ
び
強

化
す
べ
き

分
野
が

確
認

さ
れ

た
場

合
に

お
け

る
改

善

策
の
検
討
を
含
む
。）

 

（
３
）

③
組
織
は
，（

１
）
の
決
定
を
し
た
事
項
に
つ
い
て
，
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

以
下
の

と
お

り
，
第

３
条
に
同

じ
意
図

の
記

載
が

あ
る
こ

と
か

ら
，

第
２
条
の
３
の
記
載
は
不
要
と

判
断
す

る
。
 

・「
①

電
源

事
業

本
部

長
は

，
活

動
の

実
施

状
況

お
よ

び
そ

の
評

価
結

果
を

ま
と

め
，

社
長

へ
報

告
し

，
指
示

を
受

け
」
る

こ
と

に
つ

い
て

は
，
第
３
条
５
．
６
．
２
に
同

じ
意
図

の
記

載
が

あ
る
。
 

・「
②
（
６
）
の
原
子
力
強
化
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト

長
か

ら
の
指

示
を

含
め

」

に
つ
い

て
は

，原
子
力
強
化
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト

は
廃

止
す
る

こ
と

か
ら

，

記
載
は

不
要

と
な
る

。
 

・「
③
活
動
計
画
へ
反
映
す
る

」
こ
と

に
つ

い
て

は
，
第

３
条

５
．
６
．

３
に
同
じ
意
図
の
記
載
が
あ
る

。
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第
８
表
 

今
回

の
保
安

規
定

変
更
前

後
比

較
（
１

/
６
）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

）
 

第
２
条

の
３

 
第

２
条

（
基

本
方

針
）

に
係

る
保

安
活
動
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
，
原
子

力
安

全
を
最

優
先

に
位

置
付

け
た

保
安

活
動

と
す
る
た
め
に
以
下
の
健
全
な
安
全
文

化
を

育
成
し

，
お

よ
び

維
持

す
る

活
動

を
行

う
。
 

（
１
）

社
長

は
，

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

し
，

お
よ
び
維
持
す
る
こ
と
を
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト

す
る
と

と
も

に
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し
，
お
よ
び
維
持
す
る
活
動
が
行
わ

れ
る

体
制
を

確
実

に
す

る
。

ま
た

，
必

要
な

場
合
は
，
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
内
容
を

見
直

す
。
 

（
２
）

社
長

は
，

第
三

者
の

視
点

か
ら

健
全

な
安

全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活
動
に
対

す
る

提
言
を

受
け

る
た

め
，

社
外

有
識

者
を

中
心
と
し
た
「
原
子
力
安
全
文
化
有
識

者
会

議
」
（

以
下

「
有

識
者

会
議

」
と

い
う

。
）
を
設
置
す
る
。
ま
た
，
健
全
な
安

全
文

化
の
育

成
お

よ
び

維
持

等
に

関
す

る
課

題
へ
の
対
応
業
務
を
分
掌
す
る
「
原
子

力
強

化
プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」
を

設
置

す
る

。
「

原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
業
務

分
掌

，
職
位

お
よ

び
職

務
権

限
を

「
組

織
規

程
」
に
定
め
る
。
 

（
３
）

電
源

事
業

本
部

長
は

，
「

原
子

力
安

全
文

化
醸
成
基
本
要
領
」
を
定
め
，
健
全
な

安
全

文
化
の

育
成

お
よ

び
維

持
を

推
進

す
る

た
め
の
活
動
を
統
括
す
る
。
 

（
４
）

原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

健
全

な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
に
関

す
る

課
題
へ

の
対

応
業

務
を

統
括

す
る

。
ま

た
，
「
原
子
力
安
全
文
化
有
識
者
会
議

運
営

要
領
」

を
定

め
，

有
識

者
会

議
か

ら
健

全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
活

動
に

対
す
る

提
言

を
受

け
る

。
 

（
５
）

原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

健
全

な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
に
関

す
る

課
題
へ

の
対

応
状

況
を

適
宜

有
識

者
会

議
に
報
告
し
，
提
言
を
受
け
る
。
有
識

者
会

議
か
ら

の
提

言
を

社
長

へ
報

告
し

，
社

長
の
意
見
を
踏
ま
え
て
部
所
長
（
第
５

条
（

保
安
に

関
す

る
職

務
）

第
３

項
か

ら
第

１
１
項
に
定
め
る
職
位
）
へ
健
全
な
安

全
文

化
の
育

成
お

よ
び

維
持

活
動

に
反

映
す

る
こ
と
を
指
示
す
る
と
と
も
に
電
源
事

業
本

部
長
へ

指
示

の
内

容
を

通
知

す
る

。
 

（
削

除
）
 

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所
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第
８
表
 

今
回

の
保
安

規
定

変
更
前

後
比

較
（
２

/
６
）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
６
）

原
子

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
長

は
，

健
全

な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
に
関

す
る

課
題
へ

の
対

応
の

有
効

性
評

価
を

行
い

，
評
価
結
果
を
踏
ま
え
た
次
年
度
の
活

動
計

画
に
つ

い
て

有
識

者
会

議
へ

報
告

し
て

提
言
を
受
け
，
有
識
者
会
議
か
ら
の
提

言
を

踏
ま
え

社
長

へ
報

告
す

る
。

社
長

の
意

見
を
踏
ま
え
た
次
年
度
の
活
動
計
画
に

つ
い

て
電
源

事
業

本
部

長
へ

指
示

す
る

。
 

（
７
）

第
４

条
（

保
安

に
関

す
る

組
織

）
に

定
め

る
組
織
は
，
社
長
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

を
受

け
，
「

原
子

力
安

全
文

化
醸

成
基

本
要

領
」
に
基
づ
き
健
全
な
安
全
文
化
の
育

成
お

よ
び
維

持
の

た
め

の
活

動
計

画
を

年
度

毎
に
策
定
し
，
活
動
計
画
に
基
づ
き
活

動
を

実
施
し

，
評

価
を

行
う

。
 

（
８
）

電
源

事
業

本
部

長
は

，
活

動
の

実
施

状
況

お
よ
び
そ
の
評
価
結
果
を
ま
と
め
，
社

長
へ

報
告
し

，
指

示
を

受
け

，
（

６
）

の
原

子
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
か
ら
の
指

示
を

含
め
活

動
計

画
へ

反
映

す
る

。
 

（
削

除
）
 

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所
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第
８
表
 

今
回

の
保
安

規
定

変
更
前

後
比

較
（
３

/
６
）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

）
 

第
３
条
 
第
２
条
に
係
る
保
安
活
動
の
た
め
の
品
質
保
証
活
動
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
，
以

下
の

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
を

定
め
る
。
 

（
中

略
）
 

４
．
２
．
１
 
一
般
 

組
織

は
，

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

次
に

掲
げ

る
文

書
を

作
成

し
，

当
該

文

書
に

規
定
す

る
事

項
を

実
施

す
る

。
 

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
文

書
体

系
を
「
図
２
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
文

書
体
系

図
」

に
示

す
。

（
中

略
）
 

（
３

）
実
効

性
の

あ
る

プ
ロ

セ
ス

の
計

画
的

な
実

施
お
よ
び
管
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
た

め
に
，

組
織

が
必

要
と

決
定

し
た

文
書

こ
の

う
ち
，

二
次

文
書

を
以

下
の

表
に

示
す
。
 

関
連
条
項
・

項
目
 

実
施
部
門
 

監
査
部
門
 

一
次
文
書
名
 

二
次
文

書
名

（関
連
条
文

） 

制
定
者
 

一
次
文
書
名
 

二
次

文
書

名

（関
連
条
文

） 

制
定
者
 

7.
1 

個
別
業
務

に
必
要
な

プ
ロ
セ
ス

の
計
画
 

（
つ
づ

き
）
 

原
子

力

品
質

保

証
規
程
 原

子
力

品
質

保

証
細
則
 原

子
力
安
全

文
化
醸
成
基

本
要
領
（
第

2
条
の

2）
 

電
源
事
業
 

本
部
長
 

原
子

力

品
質

保

証
規
程
 原

子
力

安
全

管

理
監

査

細
則
 

原
子

力
安

全

管
理

監
査

要

領
（
第

2
条

の
2）

 

内
部

監
査

部
門
部
長
 

（
原

子
力

監
査
）
 

原
子
力
安
全

文
化
醸
成
基

本
要
領
（
第

2
条
の

3）
 

電
源
事
業
 

本
部
長
 

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム

計
画

）
 

第
３
条
 
第
２
条
に
係
る
保
安
活
動
の
た
め
の
品
質
保
証
活
動
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
，
以

下
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
計

画
を

定
め

る
。
 

（
中

略
）
 

４
．
２
．
１
 
一
般
 

組
織

は
，

保
安

活
動

の
重

要
度

に
応

じ
て

次
に

掲
げ

る
文

書
を

作
成

し
，

当
該

文

書
に
規
定
す
る
事
項
を

実
施

す
る

。
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
文

書
体

系
を
「
図
２
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
文
書
体
系
図
」
に
示

す
。

（
中

略
）
 

（
３
）
実
効
性
の
あ
る
プ
ロ

セ
ス

の
計

画
的

な
実

施
お

よ
び

管
理

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

す

る
た
め
に
，
組
織
が
必

要
と

決
定

し
た

文
書

こ
の
う
ち
，
二
次
文

書
を
以

下
の

表
に

示
す

。
 

関
連
条
項
・

項
目
 

実
施
部
門
 

監
査
部
門
 

一
次
文
書
名
 

二
次
文
書
名

（関
連
条
文

） 

制
定
者
 

一
次
文
書
名
 

二
次
文
書
名

（関
連
条
文

） 

制
定
者
 

7.
1 

個
別
業
務

に
必
要
な

プ
ロ
セ
ス

の
計
画
 

（
つ
づ

き
）
 

原
子

力

品
質

保

証
規
程
 原

子
力

品
質

保

証
細
則
 原

子
力
安
全

文
化
醸
成
基

本
要
領
（
第

2
条
の

2,
第

3
条
）
 

電
源
事
業
 

本
部
長
 

原
子

力

品
質

保

証
規
程
 原

子
力

安
全

管

理
監

査

細
則
 

原
子
力
安
全

管
理
監
査
要

領
（
第

2
条

の
2,

第
3

条
）
 

内
部

監
査

部
門

部
長

（
原

子
力

監
査
）
 

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所
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第
８
表
 

今
回

の
保
安

規
定

変
更
前

後
比

較
（
４

/
６
）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
保
安
に
関
す
る
組
織
）
 

第
４
条
 
発
電
所
の
保
安
に
関
す
る
組
織
は
，
図
４
の
と
お
り
と
す
る
。
 

図
４
 

保
安
に
関
す
る
組
織
）
 

第
４
条
 
発
電
所
の
保
安
に
関
す
る
組
織
は
，
図
４
の
と
お
り
と
す
る
。
 

図
４
 

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所

－
※
１
 

※
１
－
マ

ネ
ー
ジ

ャ
ー

（
監
視
評

価
）

（
原
子
力

安
全
監

理
）

※
３
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第
８
表
 

今
回

の
保
安

規
定

変
更
前

後
比

較
（
５

/
６
）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
保
安

に
関

す
る

職
務

）
 

第
５
条
 
社
長
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
活
動
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
構

築
，
実

施
，

維
持

お
よ

び
改

善
を

統
括

す
る
。
保
安
に
関
す
る
組
織
（
発
電
用

原
子

炉
主
任

技
術

者
（

以
下

，
「

原
子

炉
主

任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）

か
ら

報
告
を

受
け

た
場

合
，

「
ト

ラ
ブ

ル
等

の
報
告
に
関
す
る
社
長
対
応
指
針
」
に

基
づ

き
原
子

力
安

全
を

最
優

先
し

必
要

な
指

示
を
行
う
。
ま
た
，
第
２
条
の
２
（
関

係
法

令
お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

）
お

よ
び

第
２
条
の
３
（
安
全
文
化
の
育
成
お
よ

び
維

持
）
に

関
す

る
活

動
と

し
て

，
関

係
法

令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵
守
を
確
実
に

行
う

こ
と
な

ら
び

に
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し
，
お
よ
び
維
持
す
る
こ
と
を
コ
ミ

ッ
ト

メ
ン
ト

す
る

と
と

も
に

，
こ

れ
ら

の
活

動
が
行
わ
れ
る
体
制
を
確
実
に
す
る
。
 

２
．

電
源
事

業
本

部
長

は
，

品
質

保
証

活
動

（
独
立
監
査
業
務
を
除
く
。
）
の
実
施
に

係
る

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者
と
し
て
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ

ム
の
具

体
的

活
動

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
第
２
条
の
２
（
関
係
法
令
お
よ
び
保

安
規

定
の
遵

守
）

お
よ

び
第

２
条

の
３

（
安

全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
）
に
関
す

る
活

動
と
し

て
，

保
安

に
関

す
る

組
織

に
お

け
る
関
係
法
令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵

守
を

確
実
に

行
う

た
め

の
活

動
な

ら
び

に
健

全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維

持
す

る
活
動

を
統

括
す

る
。

３
．

内
部
監

査
部

門
長

は
，

独
立

監
査

業
務

に
係

る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
管

理
責

任
者
と

し
て

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム
に
お
け
る
監
査
業
務
を
統
括
す

る
。

ま
た
，

第
２

条
の

２
（

関
係

法
令

お
よ

び
保
安
規
定
の
遵
守
）
に
関
す
る
活
動

と
し

て
，
内

部
監

査
部

門
に

お
け

る
関

係
法

令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵
守
を
確
実
に

行
う

た
め
の

活
動

を
統

括
す

る
。

 

４
．

調
達
本

部
長

は
，

調
達

に
関

す
る

業
務

を
統

括
す
る
。
 

（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
 

第
５
条
 保

安
に
関
す
る
職
務
の

う
ち

，
本

社
組

織
の

職
務

は
次

の
と

お
り

。
 

（
１
）
社
長
は
，
発
電
所
に

お
け

る
保

安
活

動
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の

構
築
，
実
施
，
維
持
お

よ
び

改
善

を
統

括
す

る
。

保
安

に
関

す
る

組
織

（
発

電
用

原

子
炉
主
任
技
術
者
（
以

下
「

原
子

炉
主

任
技

術
者

」
と

い
う

。
）

を
含

む
。

）
か

ら

報
告
を
受
け
た
場
合
，

「
ト

ラ
ブ

ル
等

の
報

告
に

関
す

る
社

長
対

応
指

針
」

に
基

づ

き
原
子
力
安
全
を
最
優

先
し

必
要

な
指

示
を

行
う

。
ま

た
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安

規
定
の
遵
守
を
確
実
に

行
う

こ
と

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

し
，

お
よ

び

維
持
す
る
こ
と
を
コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
す

る
と

と
も

に
，

こ
れ

ら
の

活
動

が
行

わ
れ

る

体
制
（
第
三
者
の
視
点

か
ら

健
全

な
安

全
文

化
の

育
成

お
よ

び
維

持
活

動
に

対
す

る

提
言
を
受
け
る
た
め
，

社
外

有
識

者
を

中
心

と
し

た
「

原
子

力
安

全
文

化
有

識
者

会

議
」
（
以
下
「
有
識
者

会
議

」
と

い
う

。
）

を
設

置
す

る
こ

と
を

含
む

。
）

を
確

実

に
す
る
。
 

（
２
）
電
源
事
業
本
部
長
は

，
品

質
保

証
活

動
（

独
立

監
査

業
務

を
除

く
。

）
の

実
施

に

係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ

ス
テ
ム
の
具
体
的
活
動

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
保

安
に

関
す

る
組

織
（

内
部

監
査

部

門
を
除
く
。
）
に
お
け

る
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
を

確
実

に
行

う
た

め

の
活
動
な
ら
び
に
健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

し
，

お
よ

び
維

持
を

推
進

す
る
た
め

の

活
動
（
健
全
な
安
全
文

化
を

育
成

し
，

お
よ

び
維

持
す

る
活

動
の

実
施

状
況

お
よ

び

実
効
性
評
価
な
ら
び
に

次
年

度
の

活
動

計
画

を
適

宜
有

識
者

会
議

に
報

告
し

，
提

言

を
受
け
る
こ
と
を
含
む

。
）

を
統

括
す

る
。

（
３
）
内
部
監
査
部
門
長
は

，
独

立
監

査
業

務
に

係
る

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

管

理
責
任
者
と
し
て
，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

お
け

る
監

査
業

務
を

統
括

す

る
。
ま
た
，
内
部
監
査

部
門

に
お

け
る

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

を
確

実

に
行
う
た
め
の
活
動
な

ら
び

に
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
お

よ
び

維
持

を
推

進

す
る
た
め
の
活
動
を
統

括
す

る
。

（
４
）
調
達
本
部
長
は
，
調

達
に

関
す

る
業

務
を

統
括

す
る

。

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所
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第
８
表
 

今
回

の
保
安

規
定

変
更
前

後
比

較
（
６

/
６
）
 

変
更
前
 

変
更
後
 

５
．

電
源
事

業
本

部
部

長
（

原
子

力
品

質
保

証
）
は
，
品
質
保
証
活
動
（
独
立
監
査
業

務
を

除
く
。

）
の

総
括

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。
 

（
中

略
）
 

3
9
．

第
１
８

項
か

ら
第

３
８

項
に

定
め

る
職

位
（
第
２
７
項
の
当
直
長
を
除
く
。
）

（
以

下
「
各

課
長

」
と

い
う

。
）

，
当

直
長

お
よ
び
原
子
力
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
所

長
は

，
所
管

業
務

に
基

づ
き

緊
急

時
の

措
置

，
保
安
教
育
な
ら
び
に
記
録
お
よ
び
報

告
を

行
う
。

ま
た

，
課

長
（

廃
止

措
置

総
括

）
は
第
２
編
第
１
２
７
条
（
保
安
に
関

す
る

職
務
）

の
所

管
業

務
に

基
づ

き
緊

急
時

の
措
置
を
行
う
。
 

4
0．

各
課
長

，
当

直
長

お
よ

び
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン
タ
ー
所
長
は
，
第
１
２
項
お
よ

び
第

１
８
項

か
ら

第
３

９
項

に
定

め
る

業
務

の
遂
行
に
あ
た
っ
て
，
所
属
員
を
指

示
・

指
導
し

，
品

質
保

証
活

動
を

行
う

。
ま

た
，
所
属
員
は
各
課
長
，
当
直
長
お
よ

び
原

子
力
人

材
育

成
セ

ン
タ

ー
所

長
の

指
示

・
指
導
に
従
い
業
務
を
実
施
す
る
。

 

（
５
）
電
源
事
業
本
部
部
長

（
原

子
力

安
全

監
理

）
は

，
品

質
保

証
活

動
（

独
立

監
査

業

務
を
除
く
。
）
の
総
括

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

ま
た

，
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成

し
，
お
よ
び
維
持
す
る

活
動

（
内

部
監

査
部

門
の

活
動

を
除

く
。

）
の

総
括

に
関

す

る
業
務
を
行
う
。

（
中

略
）
 

（
1
2
）
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
（
監
視
評
価
）
は
，
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
し
，
お
よ
び
維
持

す
る
活
動
に
係
る
取
り

組
み

状
況

（
内

部
監

査
部

門
の

活
動

を
除

く
。

）
の

監
視

評

価
に
関
す
る
業
務
を
行

う
。
 

（
中

略
）
 

３
．
各
職
位
は
次
の
と
お
り

，
当

該
業

務
に

あ
た

る
。
 

（
１
）
第
２
項
（
７
）
か
ら

（
２

７
）

に
定

め
る

職
位

（
第

２
項

（
１

６
）

の
当

直
長

を

除
く
。
）
（
以
下
「
各

課
長

」
と

い
う

。
）

，
当

直
長

，
原

子
力

人
材

育
成

セ
ン

タ

ー
所
長
お
よ
び
マ
ネ
ー

ジ
ャ

ー
（

監
視

評
価

）
は

，
所

管
業

務
に

基
づ

き
緊

急
時

の

措
置
，
保
安
教
育
な
ら

び
に

記
録

お
よ

び
報

告
を

行
う

（
火

災
発

生
時

，
内

部
溢

水

発
生
時
，
火
山
影
響
等

発
生

時
，

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

等
，

有
毒

ガ
ス

発
生

時
，
重
大
事
故
等
発
生

時
お

よ
び

大
規

模
損

壊
発

生
時

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

業

務
を
含
む
。
）
。
ま
た

，
課

長
（

廃
止

措
置

総
括

）
は

，
第

２
編

第
１

２
７

条
（

保

安
に
関
す
る
職
務
）
の

所
管

業
務

に
基

づ
き

緊
急

時
の

措
置

を
行

う
。

（
２
）
各
課
長
，
当
直
長
，

原
子

力
人

材
育

成
セ

ン
タ

ー
所

長
お

よ
び

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

（
監
視
評
価
）
は
，
第

１
項

（
１

１
）

お
よ

び
（

１
２

）
，

第
２

項
（

７
）

か
ら

（
２
７
）
な
ら
び
に
第

３
項

（
１

）
に

定
め

る
業

務
の

遂
行

に
あ

た
っ

て
，

所
属

員

を
指
示
・
指
導
し
，
品

質
保

証
活

動
を

行
う

。
ま

た
，

所
属

員
は

各
課

長
，

当
直

長
，
原
子
力
人
材
育
成

セ
ン

タ
ー

所
長

お
よ

び
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
（

監
視

評
価

）
の

指

示
・
指
導
に
従
い
業
務

を
実

施
す

る
。

凡
例
：
赤
字
下
線
が
変
更
箇
所
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第
１
図
 
原
子

力
安

全
文
化
醸

成
活

動
体

制
の
概

要
（

20
0
7
年

1
2
月

1
4
日
保
安
規
定
施
行
時
）
 

社
長

統
括
：
電
源
事
業
本
部
長

総
括
業
務
：
電
源
事
業
本
部
部
長

（
原
子
力
品
質
保
証
）

活
動
方
針

通
達

指
示
・意
見

報
告

報
告

島
根
原
子
力
発
電
所

電
源
事
業
本
部
（
原
子
力
）
他

活
動
方
針
の
策
定

内 部 監 査 部 門
監
査

報
告
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第２－１図 原子力安全文化の育成および維持活動体制の概要(現在) 

第２－２図 原子力安全文化の育成および維持活動体制の概要（保安規定変更後） 

※ 原⼦⼒安全⽂化有識者会議

社 ⻑

統 括︓電源事業本部⻑
総括業務︓電源事業本部部⻑

（原⼦⼒品質保証）

有
識
者
会
議※

指⽰・意⾒

意⾒・提⾔

報告

報告

原⼦⼒強化
プロジェクト

活動⽅針の策定施策の指⽰策定⽴案

内
部
監
査
部
⾨

監査

報告意⾒
報告

本社組織
発電所組織

活動⽅針
通達 報告

監視評価グループ

監視・評価機能

監視・評価

社 ⻑

統 括︓電源事業本部⻑
総括業務︓電源事業本部部⻑

（原⼦⼒安全監理）

有
識
者
会
議※

指⽰・意⾒

意⾒・提⾔

報告

報告

活動⽅針の策定

内
部
監
査
部
⾨

監査

報告

本社組織
発電所組織

活動⽅針
通達 報告

協⼒会社

監視・評価機能(組織)の保安規定記載と
体制の⼀元化

※ 原⼦⼒安全⽂化有識者会議
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因
原

因
の
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の
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定
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策

な
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な
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な
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な
ぜ

a
協
力

会
社
巡

視
員

A
は
，
管

理
区

域
の
巡
視

を
実

施
し
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
実

施
し
た
と
報
告

し
た
。

協
力

会
社
巡

視
員

A
は
，
巡

視
未

実
施

は
後
で
明
る
み
に
出
な
け

れ
ば
問
題

な
い
と
考

え
た
。

協
力

会
社

巡
視

員
は
，

企
業

の
一
員

と
し
て
，

「
事

実
を
率
直

に
報
告

す
る
責

任
」が

あ
る
こ
と

の
認
識

が
低

か
っ
た
。

協
力

会
社

の
運
転

部
門

に
お
い
て
，
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
お
よ
び
原

子
力

安
全

文
化
の
意

識
が
欠

如
し
て
い
た
。

協
力

会
社

に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
最

優
先
お
よ
び
「
報

告
す
る
文

化
」
な
ど
原

子
力
安

全
文

化
の
意

識
の
浸

透
に
つ
い
て
の
活
動

へ
の

当
社

か
ら
の
要

求
が
十

分
で
は
な

く
，
協

力
会

社
の
自

主
的

・
協
力

的
な
取

り
組

み
に
委

ね
る
形
に
な
っ

て
い
た
。

【
S
B
①

】協
力

会
社

の
原

子
力

安
全

文
化
の
育
成

お
よ
び
維

持
の
活

動
へ
の
当

社
関

与
強

化
保

安
業

務
を
委
託

し
て
い
る
協

力
会
社

に
対
し
て
当

社
と
同
等

の
原

子
力

安
全

文
化
の
育

成
お
よ
び
維

持
す
る
活
動

の
実
施

を
委

託
仕

様
と
し
て
要
求

す
る

こ
と
に
よ
り
，
当
社

の
関

与
を
強

化
す
る
。
(2
0
2
0
年
1
2

月
1日

実
施
済

）

b
協
力

会
社
巡

視
員

B
は
，
協

力
会

社
運
転

副
責

任
者
C
か

ら
の
管
理

区
域

内
で
の
懸
案

事
項

に
つ
い
て
質
問

さ
れ
た
際

に
，
管

理
区

域
内

の
巡

視
を

実
施

し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
「
異
常

な
し
」
と
報
告

し
た
。

協
力

会
社
巡

視
員

B
は
，
巡

視
を
任

さ
れ
て

い
る
の
に
巡
視

で
確
認

し
て
い
な
い
と
は
言

い
出
せ
な
か
っ
た
。

協
力

会
社

巡
視

員
B

は
，
巡
視

を
実

施
し
て

い
な
い
こ
と
を
協
力

会
社

運
転
副

責
任

者
C

に
知

ら
れ
た
くな

か
っ
た
。

協
力
会

社
巡

視
員
は
，

企
業
の
一

員
と
し
て
，

「
事
実

を
率

直
に
報

告
す
る
責

任
」
が
あ
る
こ
と

の
認

識
が
低
か
っ
た
。

協
力

会
社
の
運

転
部

門
に
お
い
て
，
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
お
よ
び
原
子

力
安

全
文
化

の
意

識
が
欠

如
し
て
い
た
。

協
力

会
社

巡
視

員
B

と
協
力

会
社

運
転
副

責
任

者
C
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョン

が
と
れ
て
お

ら
ず
，
言

い
出
し
に
く
い

雰
囲

気
だ
っ
た
。

協
力
会

社
運

転
副
責

任
者
C
は
，
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重

要
性

を
認

識
し
て
い
な
か
っ
た
。

c
協
力

会
社
の
原

子
力

安
全

文
化

の
課

題
を
十

分
に
検
出

で
き
な
か
っ
た
。

協
力
会

社
の
原
子

力
安

全
文

化
の
状
態

を
把

握
す
る
た
め
の
分
析

を
実

施
し
て
い
な
か
っ

た
。

協
力

会
社

を
原

子
力

安
全

文
化

の
状
態

の
評

価
対

象
と
し
て
い
な

か
っ
た
。

協
力

会
社

の
原

子
力

安
全

文
化

の
状

態
の
評

価
対
象

と
し
て
い
な

か
っ
た
。

【
S
B
②

】協
力

会
社

の
原

子
力

安
全

文
化
の
状
態

の
評

価
協

力
会

社
社

員
を
対
象

と
す
る
原

子
力

安
全
文

化
意

識
調

査
を
実
施

す
る
。

【
Ｓ
Ｂ
③

】
監

視
・
評

価
活

動
の
実
施

発
電
所

組
織

（
協
力

会
社
を
含

む
）
を
対

象
に
監

視
・評

価
活
動

を
実

施
す
る
。

【件
名
︓
サ
イ
トバ
ン
カ
未
巡
視
事
案
に
つ
い
て
】

分
析
対
象
事
象
︓
協
⼒
会
社
は
，
サ
イ
トバ
ン
カ
建
物
の
巡
視
業
務
を
当
社
要
求
通
りに
実
施
しな
か
った
。

「
本
部

不
適

合
等
管

理
手

順
書
」
人

的
過

誤
分

析
実
施

手
順

に
従
い
分
析

を
実

施
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の
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れ
）

分
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対
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要

因
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因
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究

原
因
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特

定
対

策
な
ぜ

な
ぜ

な
ぜ

な
ぜ

な
ぜ

a
本

社
組
織

は
，
発
電
所
か
ら
特
重

非
公

開
ガ
イ
ド
誤

廃
棄

事
案

判
明

の
報

告
を
受

け
た
際
，
「
秘

密
保

持
契

約
で
報
告

が
求
め
ら
れ
る
盗

難
・

紛
失

に
該
当

し
な
い
事

案
（
廃
棄
）

で
あ
り
、
規

制
庁

に
直
ち
に
報
告
す
る

必
要

は
な
い
」
と
判
断

し
た
。

（
2
0
1
5
年
4
月
2
8
日
）

本
社

組
織
は
，
当

該
事

案
へ
の
対
応
に
つ
い
て
，

関
係
者
の
み
で
検
討

し
た
。

特
重

非
公
開

ガ
イ
ド
誤
廃

棄
事

案
に
つ
い
て
不

適
合

管
理

（
C
R
登
録

）
さ
れ
ず
、

本
社

組
織
内

で
幅

広
く
情

報
共

有
・
検
討

さ
れ
な
か
っ

た
。

特
重
非

公
開

ガ
イ
ド
は
非

Q
M
S
文
書

で
あ
り
不
適

合
管

理
の
適

用
外
だ
っ
た
。

特
重

非
公
開
ガ
イ
ド
は
「
非

Ｑ
Ｍ
Ｓ
文
書

」の
扱
い
で

あ
っ
た
た
め
，
誤

廃
棄
事
案

の
発

生
と
そ
の
対
応

に
つ
い

て
本

社
組
織
内
で
幅
広
く

情
報

共
有
さ
れ
ず
，
本
社

組
織

内
で
十
分
な
検

討
と

対
応

が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

【
特

重
①
】
本
社
組
織
の
文
書
管
理
プ
ロ

セ
ス
見

直
し

特
重

非
公

開
ガ
イ
ド
の
扱
い
を
Q
M
S
で
明

確
に
す
る
。

本
社

組
織
は
、
秘

密
保

持
契

約
書
で
規

定
さ
れ
て

い
る
こ
と
の
み
を
報

告
す
れ

ば
よ
い
と
考

え
た
。

本
社

組
織
は
、
不

確
か
な

場
合

に
は
幅

広
に
対
応

（
報
告

）
す
る
と
い
う
意
識

が
低

か
っ
た
。

本
社
組

織
は
、
発

電
所
と

比
較
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

で
も
報

告
す
る
と
い
う
習

慣
が
な
か
っ
た
。

本
社
組

織
は
，
「
報

告
す

る
文

化
」
が
十
分

に
醸

成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

本
社

組
織

に
対
し
て
「報

告
す
る
文

化
」
を
十

分
に
醸

成
す
る
施

策
を
実
施

し
て
い

な
か
っ
た
。

点
検

不
備
問
題

を
契
機

と
し
て
取

り
組
ん
で
き
た
原
子

力
安

全
文
化
の
醸
成
施

策
は
，
発
電

所
組

織
の
原

子
力

安
全
文
化
の
課
題

解
決

を
主

眼
と
し
て
お
り
，

本
社

組
織
に
対
す
る
効
果

的
な
原

子
力

安
全

文
化
の

育
成

お
よ
び
維

持
の
た
め
の

活
動

が
十
分

に
実
施

さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。

【
特

重
②
】
本
社
組
織
に
対
す
る
原
子

力
安

全
文

化
の
育
成

お
よ
び
維

持
活
動
の

充
実

本
社

組
織

の
「
常

に
問
い
か
け
る
姿
勢
」

「報
告
す
る
文
化
」
を
確
か
な
も
の
と
す
る

た
め
の
施
策

を
継
続

的
に
実

施
す
る
。

b
規

制
庁
と
の
秘
密

保
持

契
約

変
更

の
面

談
の
前
に
，
本

社
組

織
は
，
特

重
非

公
開

ガ
イ
ド
誤
廃

棄
事

案
の

存
在

を
認
識

し
た
が
，
「規

制
庁
に

直
ち
に
報
告
す
る
必
要
は
な
い
」
と
し

た
過

去
(2
0
1
5年

4
月
28
日
）の

判
断

を
踏

襲
し
、
判

断
し
た
。

（
2
0
2
0
年
1
0
月
1
9
日
）

本
社

組
織
は
過
去

(2
01
5

年
4
月

2
8日

）
の
判

断
に

疑
問
を
持
た
な
か
っ
た
。

本
社

組
織
は
、
秘

密
保

持
契

約
書
の
過
去

の
解

釈
に
間

違
い
は
な
い
と
考

え
た
。

本
社
組

織
は
，
「
常

に
問

い
か
け
る
姿
勢

」
が
十

分
に

醸
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

本
社

組
織

社
員

に
対
し
て

「
常

に
問
い
か
け
る
姿
勢

」
を
十

分
に
醸
成
す
る
施

策
を
実

施
し
て
い
な
か
っ
た
。

本
社

組
織
は
秘
密

保
持

契
約

書
で
規
定

さ
れ
て
い

る
こ
と
の
み
を
報

告
す
れ
ば

よ
い
と
考

え
た
。

本
社
組

織
は
、
不
確

か
な

場
合
に
は
幅
広

く
対

応
（
報

告
）
す
る
と
い
う
意

識
が
低
か
っ
た
。

本
社

組
織

は
、
発
電

所
と

比
較

し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

で
も
報
告

す
る
と
い
う
習
慣

が
な
か
っ
た
。

本
社

組
織

は
，
「
報
告

す
る
文
化

」
が
十

分
に
醸

成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

本
社
組

織
社
員
に
対
し
て

「
報

告
す
る
文

化
」
を
十

分
に
醸

成
す
る
施
策
を
実
施

し
て
い
な
か
っ
た
。

c
本

社
組
織

の
原
子

力
安

全
文

化
の

課
題

を
十

分
に
検

出
で
き
な
か
っ
た
。

原
子
力

安
全
文

化
の
状

態
を
分
析

・
評
価
す
る
た
め

の
デ
ー
タ
が
十

分
で
な
か
っ

た
。

原
子
力

安
全
文

化
の
状

態
を
分
析

・
評
価
す
る
た
め

の
、
客
観

的
な
デ
ー
タ
を
収

集
し
て
い
な
か
っ
た
。

本
社

組
織
・
発
電

所
組

織
に
対
し
て
、
ふ
る
ま
い
を

客
観

的
に
観
察
し
て
デ
ー

タ
を
収
集

す
る
体
制
お
よ

び
プ
ロ
セ
ス
が
な
か
っ
た
。

本
社

組
織
に
対
し
て
、
ふ
る

ま
い
を
客

観
的

に
観
察
し
て

デ
ー
タ
を
収

集
し
，
原

子
力

安
全

文
化
の
分
析
・
評
価

を
行

う
体

制
お
よ
び
プ
ロ
セ

ス
が
な
か
っ
た
。

【
特

重
③
】
本
社
組
織
・
発
電

所
組

織
（
協

力
会
社
含
む
)に

対
す
る
監

視
・
評
価

活
動

の
実
施

本
社

組
織

・
発

電
所
組

織
（
協
力

会
社

含
む
)を

対
象
と
す
る
監
視

・
評
価

活
動
に

よ
り
，
当

社
社

員
の
ふ
る
ま
い
を
客
観

的
に

観
察

し
て
収
集

し
た
デ
ー
タ
を
分
析
・評

価
し
，
原

子
力

安
全
文

化
の
劣

化
兆

候
を

把
握

す
る
た
め
の
体
制
お
よ
び
プ
ロ
セ
ス
を

構
築

す
る
。

【件
名
︓
「特
重
⾮
公
開
ガ
イ
ド「
実
⽤
発
電
⽤
原
⼦
炉
に
係
る
特
定
重
⼤
事
故
等
対
処
施
設
に
関
す
る
審
査
ガ
イ
ドに
お
け
る
航
空
機
等
の
特
性
等
の
制
定
に
つ
い
て
」の
誤
廃
棄
に
つ
い
て
」】

分
析
対
象
事
象
︓
特
重
⾮
公
開
ガ
イ
ド誤

廃
棄
事
案
判
明
時
に
直
ち
に
規
制
庁
へ
報
告
す
べ
き
で
あ
った
が
，
当
該
事
案
判
明
か
ら約

6年
2カ
⽉
後
に
規
制
庁
へ
報
告
した
。(
報
告
遅
れ
）

「本
部
不

適
合

等
管
理

手
順

書
」
人
的

過
誤

分
析

実
施

手
順

に
従
い
分

析
を
実
施
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別紙１ 

保安規定の変更命令について（経済産業省平成 22・06・14原第 2号） 
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原子力安全文化の監視・評価活動手順（試行）

1. 目的
本社組織および発電所組織（協力会社含む）の社員・協力会社社員のふるまいを観察し、
その結果を原子力安全文化の視点で分析・評価することにより、原子力安全文化の課題お
よび劣化兆候を早期に把握するとともに、その傾向を継続的に監視して改善を促す。

2. 監視・評価活動プロセスフロー

データ収集

• 行動観察（作業観察、会議観察）

• 文書レビュー（CRデータ等）

• インタビュー

分析・評価

• 原子力安全文化１０特性コードの付与

• 原子力安全文化の課題および劣化兆候のリスクレベルの分析・評価

フィードバック

• 本社組織および発電所組織への分析・評価結果の定期的提供

• マネジメントレビューへのインプット

別紙２

（１）データ収集

分類 対象 観察の視点 観察の基準

作業観察 • 発電所組織（協力会社を含む）
の社員および協力会社社員

• 原子力安全を達成するために、現場作業
においてコンプライアンスを遵守し、組織の
期待事項に沿った行動をしているか。（手
順書遵守、作業安全など）

• 法令等
• 保安規定
• 社内規定
• 発電所期待事項（ファンダメンタル

ズ、所内ルール等）
会議観察 • 本社組織および発電所組織で開

催される会議（保安委員会、保
安運営委員会、不適合管理検
討会など）

• 会議において、コンプライアンスを遵守し、
組織の期待事項に沿った行動（言動）をし
て原子力安全を達成するための議論をし
ているか。（リスク評価、意思決定など）

文書レビュー • 本社組織および発電所組織のＱ
ＭＳ活動に係る記録およびデータ

• ＱＭＳ活動で求められる文書が適切に作
成されているか。

• リスク評価や意思決定が適切になされてい
るか。

• CRなどの不適合管理が適切になされてい
るか。

インタビュー • 本社組織の社員
• 発電所組織（協力会社を含む）

の社員および協力会社社員

• 社員および協力会社社員は、原子力安
全を達成するために、自らの役割を理解し
てその責務を果たしているか。

① 作業観察、会議観察、文書・データレビューおよびインタビューを行い、本社組織および発電所組織（協力
会社を含む）が原子力安全を達成するための活動をしているかどうかを確認する。データ収集における観察
の視点と基準を表１に示す。

② 観察の視点・基準から大きな乖離（ギャップ）があるふるまいを確認した場合、当事者にその場でコーチング
を行い是正させるとともに、原子力安全文化の意識の改善を促す。

③ データ収集活動で得た「気づき」は、観察データとして整理する。

表１ データ収集における観察の視点と基準
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（２）分析・評価

① 原子力安全文化特性コードの付与
「１．データ収集」で収集した観察データに「安全文化の行動基準（原子力安全文化の１０特性４３属
性）」※１により特性および属性のコードを付与する。

※１ 「健全な安全文化の育成と維持に係るガイド」（令和元年１２月原子力規制委員会）の「附属２：安全文化１０特性及び４３属性の概要」を
参考に、当社の原子力安全文化醸成活動基本要領の別冊として定めている。

原子力安全文化特性コードの付与〔例〕

観察データ
安全文化10特性
43属性#1

安全文化10特性
43属性#2

安全文化10特性
43属性#3

協力会社作業員は、２号Ａ－ＲＨＲ熱交換器ベント配管の耐圧試験におい
て、垂直配管を下から覗いて耐圧試験後の内部確認を行った。その際、配
管内部から残水しずく（一滴）が落ち、当該作業員のほほに付着した。(汚染
なし）

QA.1
リスクの認識

協力会社作業員は、仮置きが禁止されている系統の設備ガード内に、足場
材等を載せた台車を未固定のまま仮置きした。

PA.1
ルールの理解

QA.1
リスクの認識

作業期間変更時の連絡ルールがなかったため、作業期間が変更になり仮置
きが許可できない状況にもかかわらず、仮置き申請が許可されていた。（工事
管理仕様書の変更を行う作業管理プロセスが不十分）

WP.1
作業管理

作業員は、仮置き場所が他作業と干渉していたが、そのことを電力担当者に
報告相談しなかった。

CO.5
懸念の伝達

QA.1
リスクの認識

①観察の視点とギャップがある
ふるまいを特定する ②ふるまいと関連性のある安全分⽂化の属

性コードを付与する。

③ふるまいと関連性のある安全分⽂化の属性が
複数ある場合は、関連性の⾼い順にコードを付
与する。

（２）分析・評価

② 原子力安全文化の課題および劣化兆候のリスクレベルの分析・評価
観察データについて、検出頻度、影響度などから原子力安全文化の課題および劣化兆候のリスクレベル
を、定期的に評価する。原子力安全文化の課題および劣化兆候のリスクレベルを表２に示す。

表２ 原子力安全文化の課題および劣化兆候のリスクレベル

区分 基準

A • 脆弱性を示すものが見られない

B • ある特性で脆弱性を示すものが見られる

C • ある特性で脆弱性を示すものが連続して見られる

D • ある特性で脆弱性を示すものが連続して見られ、他の特性にも影響を及ぼしている
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（３）フィードバック

① 本社組織および発電所組織への分析・評価結果の定期的提供
本社組織および発電所組織に、「２．分析・評価」の結果と観察データを定期的に提供し、各組織に原
子力安全文化の課題および劣化兆候を認識させ、原子力安全文化の育成および維持の活動を促す。

② マネジメントレビューへのインプット
原子力安全文化の自己評価の評価項目に「２．分析・評価」の結果を追加する。これにより、マネジメン
トレビューへのインプット情報とし、トップマネジメントに本社組織および発電所組織の原子力安全文化の
課題および劣化兆候を認識させるとともに、監視・評価活動に対してもフィードバックを受ける。
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